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巻頭言 

 

公益財団法人 
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IAPH 中間年総会 

今年５月に、中間年総会が中米、パナマで開催されます。 

２年毎の総会は、すでに昨年のハンブルグ総会で第２９回を数えていますし、

私自身も、数回参加しております。中間年総会は、今まで、参加したことはあ

りませんが、今回は、参加するつもりです。 

今回参加する目的は、中間年総会がどういう形で開催されているかという興味

はもちろんですが、一つの動機は、総会の視察プログラムに「新パナマ運河」

が入っていること、さらに大きな動機は、港湾局関係者で、初めて大使となっ

た、トリニダートトバコの岡田大使に表敬ができそうだ、ということです。 

IAPH 日本会議の会員の皆様も、是非この際に、パナマ総会に参加されることを

お勧めしいたします。 

話は変わって、２月初旬に、JOPCA 主催のフィリッピンセミナー（Port Seminar 

for Disaster Prevention 2016）に参加してきました。 

JOPCA 主催の海外セミナーは、これで通算６回目です。 

第１回は２０１１年にフィリッピン、その後インドネシア、ベトナム、ミャン

マー、カンボジアと続き、今年はまた最初のフィリッピンに戻ったわけです。 

このセミナー開催の目的は、日比の港湾等関係者が、最新の知見を披露し、参

加者は知識を得る、ということは勿論ですが、それ以上の目的は、JICA の研修

でわが国に来た研修生へのフォローアップも兼ねているということです。 

具体的には、研修でわが国に来た人達の同窓会の設立と、その会と、JOPCA が窓

口となり、日本の最近の港湾事情等の情報と、各国の港湾事情の相互交換を通

じて、JICA 研修のフォローアップを行うというものです。 

このような活動は、わが国の技術協力支援は数多く、河川、道路など各分野で

もありますが、港湾分野が最も進んでいるものだと、思っております。 

さらにすばらしいことは、この JOPCA の活動が、ほぼ会員個人のボランテアで

行っているということです。 
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IAPHに本会議の会員の方は、JOPCAの会員と重なることが多いとは思いますが、

是非、JOPCA の活動を参考にして、IAPH への、ご支援、ご協力、よろしくお願

いいたします。 
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国際港湾協会 日本会議 活動報告 

                   国際港湾協会 日本会議事務局長 

                        高見 之孝 

１．インターネットへの掲載 

日本会議の活動の中で、インターネットへの抄訳の掲載と仕事があります。

今回掲載した物は以下の通りです。 
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当分類は以下のような分類表からなり、様々な分野を網羅しているつもりで

すが最近かなりの分野を含む論文が出てきており、分類に苦労することがあ

ります。テーマが多岐にわたらないと、問題になる点が浮き彫りにならない

のかもしれません。 
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２．収支の整理 

年度末になるとどうしても、収支状況がどうか整理しなければならなくなり

ます。 これも活動の一環ですが、収支を注意しないと困るときがあります

ので、この時期に監査に対する領収書の整理に追われます。 

３．日本フォーラム 38 号の編集準備 

4 ヶ月に一回でありますが、日本フォーラムの編集をします。抄訳を出来る

だけ早くまとめて、校閲しすることが大切ですが、加えて会員の声を書いて

頂ける方を探すのに時間がかかります。 出来るだけ、港湾管理者の方にお

願いすることを原則にしてますが、お忙しい方にお願いすることになり、こ

の紙面をお借りして、各港で行われたイベント等是非会員の声としてエッセ

イをお送りいただければと思います。 
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国際港湾協会の過去 1年間の活動 

2015 年 4 月～2016 年 3 月 

国際港湾協会 事務総長 成瀬進 

 

 今回は、新年度の始まりでもあるためこの一年の IAPH の活動を振り返ります。 

  

１．IAPH ハンブルグ総会 

 IAPH は今年 6 月にハンブルグで総会を開催し、御蔭さまで 1,000 名を超える方々に参加

をいただき成功裏に終了することができました。総会の主要な部分である”Working Session”

については、以下の分野に関して、港湾の各分野の第一線のスピーカーから大変有意義なプ

レゼンテーションがなされました。 

 ① 「国際経済の変化と課題」 

 ② 「船舶の大型化」 

 ③ 「smartPORT のロジスティックス戦略、課題と解決策」 

 ④ 「クルーズ産業と港湾」 

 ⑤ 「港湾の大気質」 

 ⑥ 「国際貿易と港湾―法規制のトレンドー」 

 IAPH の会務事項として、バルセロナ港の Mila 氏を新しい会長に選任したほか、副会長人

事等が決定されました。今後 2年間の IAPH は、Mila 会長、Kalhagen 第一副会長（米国ロン

グビュー港）、Lino 第二副会長（インドネシア国港湾公社 II）及びＳｉｅ第三副会長（コー

トジボアール国アビジャン港）の新執行部の指導のもと運営されることが決まりましたが、

その後2015年末にLino副会長さらに2016年年頭にKalhagen副会長が所属港湾組織を辞職

したため、2016 年 3 月現在、第一及び第二副会長の職は空席となっています。 

また、2014 年度 IAPH 決算報告や 2015/2016 IAPH 予算が承認されたほか、「Hong Kong 

Convention の批准の促進」、「IAPH Women’s Scholarship の創設」などを総会決議として採

択しました。 

IAPH 総会の恒例となっている 5分野の Award（秋山賞、ハンブルグ総会賞、ポートコミュ

ニケーション賞、環境賞、IT 賞）の発表を行いました。残念ながら今年は日本からの応募

はなく、従って受賞者もありませんでした。2017 年のバリ総会に向け、日本の会員の方々

にも得意の分野での応募をいただくよう働きかけたいと考えています。 

現在、IAPH 規則の改定作業を行っていることは周知の通りですが、組織改革の円滑化を

図るため、規則の改正を通信会議及び通信投票でも可能となるよう現行規則の改正が決定さ

れました。 

 

２．IAPH 日本セミナー 

 当財団が、新会長のMila氏を日本に招き7月7日東京で標記のセミナーを開催しました。 

 このセミナーには 100 名近い参加者があり、最初に Mila 氏が「IAPH の組織改革及びバル

セロナ港の長期的展望」に関する講演を行いました。さらに５人の日本人講師によりハンブ
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ルグ総会の Working Session の主要課題に関する報告がありました。講演に対する質問が多

数あり、活発な議論が行われました。 

 

 

３．IMO との連携強化 

 2016 年から IMO 次期事務総長に就任した前ブサン港 CEO の Lim 氏をソウルの事務所に訪

問し、今後の IAPH と IMO のさらなる関係強化について協議しました。 

 具体的には、現在 IMO における港湾への取り組みが必ずしも包括的ではないことから

（ISPS 等の個別案件では港湾の事項も議論されているが）、港湾産業にも精通する Lim 氏の

事務総長就任を契機として、港湾に特化するセクションの創設も含めさらなる連携の強化を

要請しました。 

 これに対して、現在の体制では FAL を扱う部署が港湾の窓口となっているが、必ずしも包

括的ではないこと、事務総長への正式就任以降、具体的な方策を再度相談したいとの返答を

いただきました。 

4 月 12 日にロンドンの IMO を訪問し、再度この件について Lim 氏と協議する予定です。 

 

４．各種会合等への参加 

①ＡＰＰへの参加 

 事務総長が、8月 17 日～20 日に台湾高雄市港で開催された APP（Association of Pacific 

Ports）の第 101 回総会に出席し、基調講演を行いました。 

 APP は余りなじみのない協会ですが、太平洋沿岸諸国の港湾を対象とした 100 年を超える

長い歴史を有する協会です。会員の主要メンバーは米国、カナダ、南太平洋諸国、アジア（台

湾の港湾がメイン）の港湾等で構成されています。残念ながら、大港湾の加盟は高雄港やロ

ングビーチ港程度ですが、むしろ太平洋地域の中小港湾が数多く加盟しています。 

 IAPH としては、このような協会とも連携を広げ、会員への提供情報の充実を図るととも

に、可能であれば将来の IAPH 会員増につなげたいと考えています。 

 

②UNCTAD 地球温暖化 Expert 会議 

 事務総長が、10 月 14 日～16 日に開催された表記の会合に出席し、専門家パネラーの一人

として IAPH の温暖化に対する取り組み等について講演しました。質問も多く提起され活発

な議論が行われました。また、特に途上国への技術移転や援助等を主要なターゲットとする

UNCTAD の性格上、温暖化対策の途上国への浸透や技術移転のあり方などにも焦点が当てら

れ、これらに関する議論がありました。 

 ご存じのように IAPH は元会長の Knatz 氏の強力なリーダーシップのもと、WPCI が各種の

Mitigation（緩和策）のマニュアル等を公開しており、UNCTAD 等国連機関からも高く評価

されています。今後はこれらのブラッシュアップを図るとともに、温暖化に対する

Adaptation（対応策）についても具体的な検討が必要であると考えています。 
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③広州「海のシルクロード」国際講演会&EXPO 

 事務総長が、10月28日～30日に中国の広州で開催された表記の会議で講演を行いました。

講演会は 1,000 人以上の聴衆が参加し、前シンガポール首相のゴートクチョン氏も講演する

等大規模なものでした。 

 広州は、中国の提案する「一帯一路構想」の「海のシルクロード」の主要な港湾として機

能するとして、パールリバー沿いの南沙地区の港湾施設を拡張しつつあります。 

 現在、残念ながら中国本土の港湾で IAPH の正会員の港湾はありません。ここ 2，3年で数

多くの中国本土の港湾が退会し、非常に危機感を持っていたところ広州港が今年から暫定会

員として登録し、2016 年から正会員になる予定です。IAPH としては広州港を最初の手がか

りとして、再度中国本土での正会員の獲得、拡大に努力をしたいと考えています。 

 

５．IAPH 組織改革の最近までの動き 

 IAPH の組織改革については、前述の通りハンブルグ総会で改正案の素案を提示し、また、

改正手続きの簡素化（通信会議での規則変更の評決を可とした）を決めました。 

その後、Mila 会長や Gilfillan 前会長の大脇及び菊地港湾局長との会談を経て、修正案

が日本政府及び関係者に提示され、その意見を踏まえて文案に所要の修正がなされました。 

その修正案を 2016 年 2 月に全会員に送付し意見の募集を行いました。3 月初めの意見提出

締め切り時点で、26 組織からの意見をいただきました。 

現在は、会員の意見を反映した再修正案の作成を行っており、再修正版が完成した後、正

会員に対して改正の是非を問う投票を実施する予定です。 

 

６．アジア/オセアニア地域副会長選挙 

 2 月末からアジア/オセアニア地区の副会長選挙を行っています。現時点では、立候補は

既に締め切られましたが、立候補者は New Zealand、Port Nelson Limited, CEO の Martin 

Byrne氏1名のみでした。同氏はPort Communications Committeeの副委員長を務める等IAPH

活動に積極的で、関連の会議にも多く出席してきています。今後、地域の正会員に対して同

氏に対する信任投票をお願いし、承認された後正式に副会長に就任する予定です（任期はバ

リ総会まで）。 

 

７． IAPH 行事カレンダー（主要なもの） 

① 2016 年 5 月 10～13 日 IAPH 中間年港湾総会 パナマ国パナマシティー 

 

② 2017 年 5 月 7～12 日  IAPH 世界港湾総会、 インドネシア国デンパサール（バリ島） 

 

（2018 年中間年総会はアゼルバイジャン国のバクー港が開催を希望している。） 
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Planning for great service 

優れたサービス環境を計画する  

 

抄訳者 河田氏 
 

【概要】 

 筆者であるリチャード氏はインドネシアの第二国営港湾運営会社（タンジュン

プリオク港などの運営に携わる）の CEO である。彼は直接的に物流を動かすこと

はできない。しかし、物流環境を整備することで船舶大型化や物流コスト削減を

支えている。 

 

 

【内容】 

 インドネシアにおいて、物流コストが高いというのは今に始まったわけではな

Open forum 2015 年 7/8 月 
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い。なぜなら、港湾やインフラが非効率であるからだ。長年、港湾へのアクセス

機能の開発に対して港湾自体の開発が遅れていただめ、港に山積みにされている

コンテナといのが見慣れた風景となっている。 

 筆者はバンドン工科大学で土木工学を学び、インドネシアの海上輸送を改善す

ることが重要な課題であると気づいた。 

 第二国営港湾会社に再帰（同社を離れ 10 年が経過）したとき、港湾がうまく

運営されておらず、労働者たちも訓練されていないことを理解した。 

 第二国営港湾会社は、インドネシアを代表し極めて重要な輸出港であるタンジ

ュンプリオク港の運営を行っている。そのタンジュンプリオク港において、最重

要課題というのが、まさにサービスなのだ。 

 我々の目標は 2015 年のコンテナ取扱量を昨年比で 160％増にすることである。

コンテナ荷役に長時間かかることは問題なのだ。インドネシア物流協会の記録に

よると、平均コンテナ荷役時間は 2010 年において 4.8 日であり、2013 年で 6.4

日である。世界銀行の 2012 年報告によるとインドネシアは 155 カ国中 59 番目で

あった。 

 それをうけ、筆者はインドネシア西部と東部を 3,000～4,000TEU 積載可能なコ

ンテナ船で往復するという「ヌサンタラ振り子構想」（※ヌサンタラ：インドネ

シア語で島嶼群を意味する）を打ち出した。 

 ベラワン港（メダン）、タンジュンプリオク港（ジャカルタ）、タンジュンペラ

ック港（スラバヤ）、マッカサル港（スラウェシ）、バタム港（リアウ）、ソロン

港（パプア）の 6 港を船舶がピストン輸送するのだ。これら 6 港は、その地域ご

との拠点となる機能を有している。農作物や日用品は、これら近郊の港湾でより

小型な船舶で輸送される。 

 筆者らは、海上輸送がヌサンタラ振り子構想に見合うように環境を整えてきた。

最初のうち、各航行ルートで大型船は必要なく、3 隻ないし 5 隻の大型船が入り

込む余地があった。それゆえ、この構想は成長した。 

 ヌサンタラ振り子構想を国内の 22 港へ拡張して実行すると 50～60 億 US ドル

がかかることからも主要 6 港で行うことにした。このプログラムはインドネシア

経済開発加速・加速マスタープランの副プログラムに含まれている。 

 他の案として、60～70 億 US ドルを投資し、新規 10 港を含む 20～25 港を活性

化させる計画がある。タンジュンプリオク港での荷役が増えることでシンガポー

ル港でのトランスシップが減少する見込みである。現在は、アメリカとヨーロッ

パの貨物はタンジュンプリオク港で荷役されている。一方で、スマランやスラバ

ヤ（どちらもインドネシアの地域）からの貨物がシンガポールとマレーシアでト

ランスシップされている。 

 筆者によると、関税を下げることで国内の貨物の流れを操作できるという。タ

ンジュンプリオク港で取扱うスラバヤとスマランからの日用品の関税を下げる

のが効果的で、そうなればタンジュンプリオク港で荷役する貨物量の増加が見込
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まれる。 

 しかし、貨物がシンガポールで取扱われるままであれば、関税も現状のままで

変えることはできないだろう。仮に、物流事情が活発になれば、大型船のインド

ネシアへの寄港が増え、輸送費も下がると予想される。 

 ヌサンタラ振り子構想を実行するには、多くの改善が必要になる。例えば、タ

ンジュンプリオク港においては、貨物の処理能力向上のために多くのシステムを

改善してきているところだが、貨物量の増加に追いつけていない。今日において、

タンジュンプリオク港のコンテナ取扱量は 640 万 TEU／年に達しようとしている。

これは、2009 年のおける取扱量 380 万 TEU／年の約 2 倍である。 

 筆者らは 800 万 US ドルを投資し、ヌサンタラ振り子構想における改善点を調

査した。 

 一つ目の調査は、海上輸送、各港、船舶、造船所の機能、情報技術を用いた航

行術、そして教育に関して行った。この結果をもとに長期の構想計画が誕生した。 

 二つ目は、物流コスト削減に関して行った。輸送コストで 24％、全体の物流

コストで 10～12％の削減になる。この調査は、距離の観点から、港湾、海上輸

送、陸上輸送のどこを改善していくことが効果的かを算出した。 

 外資を誘発することからも、調査のために必要な費用は十分賄われた。外資系

企業には道路、港湾などの社会資本整備に投資してもらった。 

 また、タンジュンプリオク港への直結できる 7km の高速道路の建設に着手した。

この道路は Jasa Marga 社と Kawasan Berikat Nusantara 社が所有する土地を通

過する計画である。 

タンジュンプリオク港のコンテナ取扱い増加に対応して、ニュープリオクとい

う名前のターミナル建設に着手する。第 1 フェーズは今年中に着手予定である。 

ターミナルの供用までには、2 年半を見込んでいる。 

さらに、ニュープリオクターミナルのプロポーザルはわずか 3 日で承認された

という歴史を作りだした。同様の環境影響評価でも 6 カ月はかかる。 

ニュープリオクターミナルの建設は 2 つのフェーズから構成される。第 1 フェ

ーズでは 3 つのコンテナターミナルの建設が行われる。水深 16ｍでバース延長

800ｍの岸壁も整備され、150 万 TEU／年の取扱いを見込むことになる。 

第 1 フェーズでは、他にも石油生産ターミナルを 2 つ建設する。各タンクは、

500 万 m３／年の取り扱いを見込み、水深 19ｍでバース延長 800ｍの岸壁も整備

する。 

第 2 フェーズでは、4 つのコンテナターミナルの整備を行う。各ターミナルは

200 万 TEU／年の取り扱いを見込み、水深 16ｍでバース延長 1,000ｍを整備する。 

さらに、ニュープリオクプロジェクトでは、港湾の南側と東側を結ぶことで内

陸地との接続強化も図る。両フェーズによる埋め立てと浚渫では、2,500 万ｍ３

の土砂が見込まれる。 

筆者らは大型船を配備することはできない。しかし、大型船利用によるコスト
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縮減が見込まれる環境を作りだすことができる。ゆえに、企業は大型船を配備し

コスト縮減を実行できる。 

筆者の使命は、相手を満足させることであり、人気取りのためでない。そのた

め、相手がどのように考えているかは気にしない。この仕事は国家のためにおこ

なっている。任務を達成できなければ後悔することになるだろうし、務めを果た

したいと考えている。 

      （抄訳者 中国地方整備局 港湾空港部港湾計画課 河田泰明） 

                      （IAPH 日本会議事務局） 
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Mahjong in Hong Kong 

香港の港湾混雑問題 

 

 

 

抄訳者 本宮氏 

 

香港コンテナターミナルオペレーター協会（HKCTOA）会長のジェシー・チョンが、香港の

港を悩ましている混雑についての見解を述べる。 

 

香港では土地が不足しており、政府は、香港の港を含む様々な業界のニーズを満たすため

に悪戦苦闘している。10 年以上前に、政府は、コンテナターミナルを建設するために広い

土地を提供した。そして中国が世界の工場となるにつれて、香港は世界一のコンテナ港へと

成長した。 

しかし、過去数年間で、香港はトップの地位を失い、隣接する新しい港の急増により、地

位を下げている。 

私は、25 年以上の港湾業務経験から、その主な理由は混雑にあると実感している。荷主

や船社は、遅延が収益へ深刻に影響するため、混雑した港に行くことを好まない。 

Open forum 2015 年 9/10 月 
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混雑の主な理由は２つあり、私は、この状況を解決するために関連団体と協議している。

１つめの問題はアライアンスメンバーの要求であり、これは、Kwai Tsing-Kwai Chung Basin

で 24 バースを有する９つのコンテナターミナルを運営している、香港の５つのコンテター

ミナル運営会社 Hong- kong International Terminals Ltd (HIT)、Modern Terminals Ltd 

(MTL)、 CSX WorldTerminals HK Ltd、COSCO-Hit, and Asia、Container Terminals Ltd (ACT)

にとっては、悪夢となることがある。 

以前は各アライアンスのメンバーがほんの２、３の船社であったため、我々はアライアン

スの要求に対処できた。しかし、現在は一つのアライアンスに最大６つの船社が加盟してお

り、それぞれによる全く異なる要求が増えている。 

例えば、ある船舶は、アライアンスメンバーが自分たちのコンテナを特定の場所に荷下ろ

しするため、ＨＩＴターミナルに行った翌日にＭＴＬやＡＣＴに移動するよう頼むことがあ

る。これにより多くの接岸計画のやり直しを行なうことになり、さらに混雑が進む。様々な

アライアンスメンバーの要求に応えるために、シャッフルして（接岸計画を変更して）、ま

たシャッフルして、繰り返しシャッフルする。まるで麻雀をしているようである。 

私は、この問題に対処するためにコミュニティアプローチを提言してきた。唯一の解決策

は、アライアンスメンバーの船社に一定の基準を設定させ、混雑を緩和することである。ア

ライアンスメンバーである大部分の船社で構成される香港船舶航路協会で、コンテナターミ

ナルの同業者と私は、この混雑や他の問題について議論している。話し合いはまだ初期の段

階であるが、時間を重ねれば、混雑を解消するための一定の基準を考案することができるは

ずである。それは、港湾の効率を改善するだけでなく、船社の効率も改善するであろう。 

混雑のもう一つの理由は、コンテナを運搬するはしけの増加である。以前は、はしけが運

ぶコンテナの数についてルールがなかったために、2個コンテナ運ぶはしけや、10 個運ぶは

しけが存在していた。しかし、2個でも 10 個でもはしけがコンテナを荷下ろしする時間は

同じであり、混雑につながっていることが解った。そこで、新たに最低でもコンテナを 15

個運ぶルールを作った。そして現在は、コンテナのトラック輸送が減り、はしけ輸送が増え

続けているので、その積載個数を増やすことを検討している。 

しかし、アライアンスとはしけの問題を解決しても、混雑は終わらないだろう。我々はコ

ンテナを貯蔵し、岸壁へのはしけ輸送を容易にするために、より多くの用地を必要としてい

る。私は、荷主と船社の両方の問題を良く知っており、2013 年 12 月に HKCTOA の会長に就

任して以来、混雑緩和のため、より多くの港湾区域の土地を開放するよう、政府に要請して

きた。しかし、政府の動きは遅い。 

HKCTOA は港の競争力を促進するために、2013 年の終わりに公式文書を政府に提出した。

そこでは、はしけの泊地と合計 70ha の土地とともに、コンテナターミナルに統合すべきい

くつかの場所を提言している。 

2 年の議論の結果、6月に政府はコンテナターミナルの利用のために 18.5ha の土地を開放

することを打ち出した。これは良いニュースで、正しい方向へ進んでいる。しかし、それだ

けでは十分でなく、また実施されるまでは長い時間がかかるので、我々は混雑と数年間は戦

い続けることになる。 
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政府の提案によると、ターミナルのヤード面積を増やすために、2016-2017 年から段階的

に 4つの用地を処分し、更にはしけの停泊利用のために 2017-2018 年に長期的な形態で

3.34ha の２つの用地を処分することになる。 

港湾の土地の整理統合により 100ha 程度が解放可能であり、それは香港の混雑を緩和する

ために大いに役立つと信じている。政府が、ターミナルオペレーターに 100ha の土地全てを

開放しそうにないことは認めるが、可能な限り行ってほしいと希望している。それは、ター

ミナルの能力を300-400万 TEU増加させ、3-4バースを利用可能とすることに役立つだろう。 

政府に対し、我々だけがより多くの土地を求めているわけではない。物流企業も物流団地

を設置するために、政府に港付近により多くの土地を強く求めている。物流企業は港の近く

を望むが、隣接した土地は不足しているので、政府は、物流企業のための全ての利用可能な

土地を見つけようとしている。 

政府は、最近、物流団地の建設のために Tuen Mun の用地を提案した。しかし、物流企業

は港から遠すぎると不満を言っている。私は、ターミナルは港に近くなければならないが、

物流団地は本当に港の近くに立地する必要があるわけではなく、ターミナルの土地需要の方

が物流企業よりも大きいと考えている。 

我々は、去年の港湾混雑により、上半期は多くの船社が香港に寄港しなくなり、そのため、

取扱量が減少したと見ている。船社に香港に戻ってきてもらうように話しているが、船社が

寄港地を変えるのは時間がかかる。そして、今年もまた混雑が予想されるので、貨物量は昨

年と同程度になるだろう。 

我々は、この混雑のために、香港が４番目の地位を Ningbo に明け渡し、トップ１０港の

なかで更に地位を落とすと考えている。現在の首位は上海で、シンガポールと Shenzhen が

続いている。 

私の目標は、港の混雑をなくすことである。これができてはじめて、我々はより競争力を

高め、地位を再び上げることができる。別のターミナルを建設することは役立つが、どこに

建設できるのだろうか？ 現在の港にはどこにもスペースがない。 

自然に大水深を持つ、Lantau に建設する案があるが、アライアンスメンバーのコンテナ

のシャッフルに対応するのは難しいため、現時点での実現はできないであろう。コストの問

題もある。おそらく長期的に現在の港の全ての土地を使い切ってしまったら、この選択を考

慮するだろう。 

私の目標は香港の港の競争力を強化することであり、これは我々がより多くの土地を持ち、

混雑に対処できるようになってはじめて可能となる。コンテナターミナルの私の同業者と私

は、より多くの土地を、より速いペースで開放するように、政府に要請し続けている。我々

がより多くの土地を持たなければ、混雑はここに長期間解決されず、産業に弊害をもたらす

だろう。 

 

（抄訳者 四国地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 本宮 佑規） 

（校閲者 日建工学株式会社 大内 久夫） 
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                                           Marrying safety and efficiency 
                                    安全性と効率性の融合 

 

 

抄訳者 河田氏 

 

この安全性と効率性の観点から、HIS JOC の Bill Mongelluzzo が、ロッテルダ

ム港の APM 自動化マースフラクテ II ターミナルについて報告する。 

 

ロッテルダムの APM Terminals（以下 APM 社）は、マースフラクテⅡが船舶輸

送の生産性を 40％改善するといった意欲的な見通しを持って“未来のコンテナ

ターミナル”の供用を開始した。212 エーカー（約 86ha）の自働化された作業

によりもたらされる付加価値は、そこで働く労働者の安全と環境にも利益をも

たらすということである。 

 「効率性、安全性、そして環境への配慮が主な自働化の理由だ。」と、APM 社

のオペレーション部門の主任、ヘンク・デ・グルート氏は本誌に語った。 

 巨大なコンテナ船が、ロッテルダム、ニューヨーク、ニュージャージー、ロ

サンゼルス、ロングビーチ等の主要港湾のコンテナターミナルにおいて自働化

Feature 2015 年 7/8 月 
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の必要性を高めている。 

 年間 100 万 TEU 以上を取り扱うターミナルは、一貫性、信頼性、途切れるこ

とのない稼働が不可欠であり、機械だけがこれらの要件を満たすことができる。

デ・グルート氏はマースフラクテⅡの自動化されたクレーンの作業を例に挙げ

た。 

 主要港湾における熟練した港湾労働者は、1日のうちベストなパフォーマンス

が発揮できる時間帯であれば１時間あたり30個のコンテナを積み降ろしできる。

しかし、シフトがだらだら続くにつれて、生産性は疲労やその他の要素により

損なわれる。自働化されたクレーンは、同様に 1時間あたり 30 個のコンテナを

積み降ろしでき、一日を通してその作業効率を維持することができる。「APM 社

の目標は、マニュアル操作によるクレーンの平均稼働効率を 50％上回ることだ。」

とデ・グルート氏は述べた。 

 また、コンテナを船舶に積み降ろしする様子を、オペレーターが身をかがめ

て見下ろすことになる従来のクレーン作業とは異なり、自働化されたクレーン

は管理棟から遠隔操作される。オペレーターはコンピューターの前でクレーン

の稼働を監視し、風や雨や霧によって視界が遮られることもない。 

 マースフラクテⅡの自働化クレーンには、二基のトロリーがある。船舶の上

で作業するメインのトロリーは、コンピューター制御である。コンピューター

がスプレッダーをコンテナから安全な間隔の位置まで下ろし、その後オペレー

ターが、スプレッダーをコンテナまでの最後の数フィート下ろす。 

 そして、コンテナは船から持ち上げられ、陸側の高架プラットホームに運ば

れる。メインのトロリーは直ちに制約無しに船側に戻される。もう一つのトロ

リーは、プラットホームから地上の AGV（無人搬送車）までコンテナを運ぶ。AGV

は無人なので、陸側の巻上機は完全に自働化されている。 

 この２段階のオペレーション方式は、それぞれのトロリーが相手の作業を待

つ必要がなく、より迅速な作業が可能となっている。また、クレーンの陸側に

あるプラットフォームから AGV までの運搬を行う第 2 のトロリーは、第１のト

ロリーの動きに関係なく、AGV との調整を図ることができる。各々の担当部分に

おける秒単位の時間短縮が、一日に何千回と繰り返され、生産性の大幅な改善

が図られている。 

  マースフラクテⅡにおける AGV は最新鋭である。各 AGV は、ヤード内の指定

されたコンテナ置き場の前で、コンテナのラック内にコンテナを設置できる昇

降能力を有している。このため、AGV は自働化スタッキングクレーン（ASC）が

コンテナを取り出すのを待つ必要がなく、AGV 自身がそのコンテナを降ろし、別

のコンテナのために素早くガントリークレーンに戻ってゆく。 

 コンテナをある場所から別の場所に運ぶ際に、自動化作業を行う全ての機械
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を完全に連携させることは不可能なので、それらの機械達を切り離すことによ

って、貴重な時間を節約している。 

また、コンテナは、内陸の輸送機関ごとに保管場所に積重ねられる。マース

フラクテⅡでは、内陸部はトラック、鉄道、はしけの 3 つの輸送機関で運ばれ

ている。コンピューター化されたターミナルオペレーションシステムにより管

理された輸送機関ごとのコンテナの保管により、保管場所から内陸輸送車両へ

の運搬をより効率化し、作業時間の短縮が可能となっている。 

マースフラクテⅡの AGV は、電力を動力源としており、バッテリーで稼働し

ている。作業時間はバッテリーの交換の際にも短縮される。AGV はバッテリーの

残量が少なくなると、フル充電されたバッテリーが準備された整備用の格納庫

に戻っていく。デ・グルート氏によれば、バッテリーの交換は６分とのことで

ある。 

 ターミナル自働化への動きは、大型船の効率的な荷役へのニーズが主要因で

ある。「自動化は革新による進歩が必要である。自働化されたコンテナターミナ

ルは、毎日が終わるまでに、一日を通した一貫性、信頼性のある能力で安定し

た実績を示すことによってその価値を証明するだろう。」と、デ・グルート氏は

語った。 

 

             （抄訳者 関東地方整備局 港湾計画課 河田 晋弥）     

（校閲者 日建工学株式会社 大内 久夫） 
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                             Five challenges for automation 
                     自働化への 5つの課題 

 

抄訳者 河田氏  

 

港湾効率向上には技術利用の見直しが必要であることについて、Kari 

Reinikainen が報告する。 

 

 コンテナ貨物の取扱量が伸び続け、国際コンテナ業界の輸送自体が変革する

中で、コンテナターミナルは多くの課題に直面している。自働化はこれらの課

題に対処する一助となることができるが、この分野の考え方を変えることもま

た役に立つかもしれない。 

 オランダの APM Terminals のターミナルの設計及び自働化の責任者であるア

レクサンドル・ドゥカは、コンテナターミナルが直面する課題を、「他の産業と

同等もしくはそれ以上の安全性」「船舶の大型化により大規模となった作業の複

雑性」「ターミナルスペース拡張の制約と混雑のリスク」「船社に影響を与える

経済サイクルを通じての採算性の維持」「ターミナルの荷捌きスペースが年々狭

まってきている中でより多くのコンテナを取り扱うこと」の 5つに要約した。 

 彼は、今年の初め、港湾機器製造業者協会の総会において、「コンテナターミ

ナルを相互依存の機能や要求の自己完結型で総体的なエコシステムという中で

見ると、しばしば他産業に見られる基本的な変化に合わせることによって、機

械や手続きの改良をそのシステム内に取り込むことができる。」と助言した。 

Feature 2015 年 7/8 月 
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 イェーテボリに拠点を置くコンサルタント会社「Maritime-Insight」のクリ

ストファー・パルソンは、「コンテナ輸送の運営環境の過去数年間の変化が、コ

ンテナ港湾の効率維持を一層難しくしている。」と話した。 

 港湾側からすれば、2008～2009 年の変化が重大な影響を及ぼしてきたと言え

る。船舶の大型化は進行し、もはや船舶の航行を早めることで荷役時間の延長

を埋め合わせることは不可能となっている。パルソンは、「港湾における長期間

の荷役は、効率性を低下させるだけではなく、まさに恐ろしく多くの費用を要

することとなる。」と指摘した。 

 これにより、港湾の効率改善への圧力は一層大きくなっている。この課題に

港湾が対応する方法は２つある。パルソンは、「一つはターミナルの自動化で、

もう一つはより多くの人員を雇用することだ。」と指摘した。自働化は人件費が

高いヨーロッパや北米などの地域ではこの問題に対する答えであり、アジアの

いくつかの港湾では、人件費は大きくないのでより多くの人員に頼ることがで

きる。 

 エディンバラに拠点を置くコンサルタント会社「Burn Ports＆Logistics」の

常務アラン・バーンズは、BIMCO が示した 2013 年の世界のコンテナターミナル

の取扱量がは 6億 TEU に達するといった数値（これは経済危機の前年であった

2007 年の 1.25 倍以上、そして 2.8 億 TEU を取り扱った 2003 年の 2倍以上の水

準）を引合いにだし、「問題は、我々が、経済危機にも関わらず進展し続ける船

舶の大型化および貨物量の増大に直面していることだ。」と指摘した。 

 トランシップを取り扱う港湾においては、基幹航路とフィーダー航路それぞ

れにおいて船舶の大型化が進行しているため、自働化への対応は急務である。 

 「多くの標準化が実施された一方で、業務が多数残っている。改善は、ほと

んどがプロジェクト内で行なわれており、基本的には顧客の要望に基づくもの

である。このプロジェクトで行われた連携は、多くの独立した解決策を生み出

したが、我々が求めた高いレベルでの標準化に繋がっていない。」と、ドゥカは

Ｐ＆Ｈ誌に語った。 

 「港とターミナルは異なる。それぞれの施設は、個別の業界の要請と市場の

条件に基づいて設計される。より大きな標準化に対する我々の要求は、基本的

にこれらの課題に取り組むためのものだ。我々は、港とターミナルそれぞれの

プロジェクトにおいて、異なる点ではなく類似点を足場にしていく必要がある

と PEMA のスピーチで言及した。」と、ドゥカは語る。 

 彼は、「業務の文書化という接点では、標準化の余地があり、それは、我々機

器製造業 

者が双方の努力と技術的解決策を最大限引き出しうるところである。技術的解

決策は、機器の性能だけでなく、運用性能にも対処しようとするものである。
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それはまた、自動化が標準方式となっているので、技術革新により早く取り組

むことを求めている。」と続けた。 

 「主要なターミナルは率先して自働化を行っており、事故の発生件数はかな

り減少している。我々は、自動化貯蔵ヤードにおける怪我や保険請求がほぼゼ

ロになるの見てきた。」と、運輸保険会社「TTCLUB」のローレンス・ジョーンズ

は話す。 

 残る課題は、自働化がまだ人間にとって代わることのできていない 3つの機

能に取り組むことである。それは、「船舶の繋船」「トラックからのコンテナの

積み降ろし」「設備のメンテナンス」である。我々は対応する技術を持っており、

必要なのは、より多くのターミナルで実現するために、より経済的にすること

であり、そのメリットをより多くのターミナルに確信させることである。」と、

ジョーンズは締めくくった。 

 

（抄訳者 関東地方整備局 港湾計画課 河田 晋弥） 

（校閲者 日建工学株式会社 大内 久夫） 
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Jamaican hub rejuvenated  

回復したジャマイカのハブ港湾 

 

  抄訳者 鈴木氏 

 

中央アメリカにとって、最も重要なトランシップ港湾である Kingston のコンテナターミ

ナルのオペレーションが民間事業者へ転換していると、Greg Miller は報告した。 

パナマ運河の拡張が完成に近づいているため、中央アメリカのコンテナターミナルは船舶

の大型化に伴う新たな事業へと照準を合わせてきている。ジャマイカの Kingston コンテナ

ターミナル（Kingston Container Terminal（KCT））が最近オペレーションの民営化に同意

した件は、それぞれのコンテナターミナルが持つ今後の戦略がいかに多様化しているかを示

唆している。 

2016 年初めにパナマ運河では新閘門が開設されるため、カリブ海のターミナルでは、パ

ナマ運河を通行可能な最大船舶に適応した水深の航路や泊地を浚渫しているところもある。

また、最大船舶はこの地域に最初に入港しないという控えめな見解を主張しているところも

ある。 

Feature 2015 年 7/8 月 
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パナマ中心部の都市 Colon の Manzanillo 国際ターミナル（MIT）やコロンビアの都市

Cartagena の SPRC Contecar ターミナルでは、パナマ運河が拡張した時に備えて、16.5m の

水深を確保することとしている。バハマの Freeport コンテナ港は既に水深 16m を確保して

いる。 

ドミニカ共和国の Caucedo ターミナルでは、近年 15m まで浚渫しており、このような水深

議論では中庸の水深を維持している。ジャマイカ KCT の新たな民間事業者（Kingston 

Freeport Terminal Limited（KFTL））は、当面泊地を 14.2m までしか浚渫せず、今後も依然

としてこの浅い水深を維持する考えである。 

「浚渫費用と船舶の配置計画とのバランスを取ることが経済的な側面からは重要となる」

とジャマイカの港湾管理者（Port Authority of Jamaica(PAJ)）は発言している。さらに同

氏は「パナマ運河の拡張後すぐにこの地域では、12,000-13,000TEU の船は配置されること

はない」という判断をして浚渫の制限を決定した。 

KFTL は特別目的事業体（Special Purpose Vehicle）であり、フランスの海運会社である

CMA CGM が 80.4%、中国の Merchant Holdings International が 19.6%を出資している。PAJ

は４月に KFTL へ 30 年間のコンセッション方式による開発権と運営権を与えた。 

ジャマイカ船主協会会長である Kim Clarke は「コンセッション方式による運営権の認定

や Kingston のコンテナターミナルの拡張について歓迎する。この発展はジャマイカにとっ

て非常にプラスになる」と発言した。 

「その理由として１つ目に、民間事業者やメガオペレーターによって、今後ターミナルが

運営されるという事実があり、それらの運営企業が、海運分野やロジスティック分野におい

てに KCT の優位性を取り戻せるような経験や繋がり、影響力を持っているからである。」と

Kim Clarke は発言した。 

「２つ目に、CMA-CGM グループが、Kingston をジャマイカのハブとして使うことを約束し

そして 60 年前から Kingston での海運ビジネスが増加しており、港湾の主要な企業として位

置づけられつつあるということである。」 

KFTL は港湾管理者に対しインフラ使用料として 75 百万米ドル、オペレーション料金とし

ては年間、定額の15百万米ドルと全体収入の8%にあたる変動料金の合計額を支払っている。

そして、コンセッション認定を受けた企業は、２フェーズのプロジェクト期間内に 509 百万

米ドルを投資することとしている。 

フェーズ１では、259 百万米ドルを投資して、現状の 12.6m-13m から 14.2m の喫水に船舶

が対応可能な岸壁の強化や泊地の浚渫を行う予定である。そして港へのアクセス航路は 13m

から 15.6m へ水深を確保する予定である。 

フェーズ１の泊地の浚渫や岸壁の補強は、2016 年末から 2017 年初めの完了が予定されて

いるがコンセッション契約ではその事業は 2019 年までに完了すればよいことになっている。

2020 年までに、ターミナルのコンテナ取扱量は、現在の 2.8 百万 TEU/年から 3.2 百万 TEU/

年まで増加することが期待される。 

フェーズ 1 完了後、KCT はフルコンテナ蔵置スロット 11,000、空コンテナ蔵置スロット

5,000、750 の冷凍コンテナ用プラグ、現在の 14 基から 18 基のポストパナマックスに対応

28



 

したクレーンを持つ予定である、と CMA は説明した。 

KCT は現在、28 台のストラドルキャリアを取り扱っており、１基のクレーンに対して 2

台のストラドルキャリアを使用している。CMA によると、フェーズ１完了までに、KCT は 64

台のストラドルキャリアを保有し、クレーン 1基あたり 3-3.5 台のストラドルキャリアを使

用可能になる。 

フェーズ 2では、250 百万米ドルを投資して、泊地を喫水 15.5m の船舶に対応可能な水深

を確保、それに接続する航路を 17m まで水深を確保する。そして、コンテナ取扱量としては、

3.6 百万 TEU/年に増加させる計画である。ポストパナマックス対応のクレーンとストラドル

キャリアの基数は、各々20 基と 70 台まで増加させる。PAJ によると、フェーズ 2 は、2026

年までに開始する必要がある。 

新たにコンセッション認定の下で行われる浚渫は、以前描いていたものよりも遅くなる予

定である。2012 年時の PAJ の計画では、150-160 百万米ドルの費用で 2014 年末までにアク

セス航路を 17m まで浚渫すること、そしてターミナルのコンセッションとは別に浚渫工事を

行うこととしていた。しかし、PAJ の財源不足とジャマイカの債務危機によりその計画は、

破綻することとなった。そのため、国際債務の拡張が促進していき、政府は PAJ のような公

共機関の借金保証をやめることに至った。 

PAJ は今月、コンセッション認定に浚渫を含むこととした。それは、内部留保が不適切で

あることにより PAJ のバランスシート（貸借対照表）が悪化したことや、政府の債務が悪化

による経営方策で、借金の保証が止められたことによるものであった。 

KCT のコンテナ取扱量は、2016 年に 1.5 百万 TEU から 2025 年には、3.2 百万 TEU、2034

年には 3.6 百万 TEU に上昇すると CMA は試算した。「私たちの目標は、現在の顧客を維持す

ることと、そして中国海運や UASC のような高い余剰の顧客を取り込むことだ」と CMA は説

明した。 

現在、CMA CGM は、カリブ海のトランシップ貨物を Kingston、Cartagena（コロンビア）

と MIT（パナマ）に分配しているが、おそらくそれは変化していく。CMA 文書によると、「CMA 

CGM はカリブ海地域における主要なトランシップ貨物のハブ港として、KFTL を利用する予定

である。そのため、トランシップ貨物は、主に Manzanillo や Cartagena から Kingston へ移

動する」と記載している。 

カリブ海のハブ港湾１つにトランシップ貨物を一極集中させることが実現可能かどうか

という問題が依然として残っている。Cartagena ターミナルを運営する SPRC の副社長であ

る Giovanni Benedetti は「CMA CGM は全てのトランシップ貨物を迂回させるだけの力を持

っていない。また、合弁会社が大きくなるほど、様々な人物の決断が必要になる。」と発言

している。 

Giovanni Benedetti は単一のハブ港は移動距離の観点から非効率であるとも発言してい

る。その理由は、「ブラジルから Cartagena やパナマに移動する貨物は多くあるが、ブラジ

ルから Kingston へ北上し、再度パナマ運河へ向けて南下するのは経済的に非効率である」

と挙げている。 

別の問題として、トランシップ貨物と国内貨物が混合していることである。現在 CMA CGM
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では、Cartagena を通して年間約 500,000TEU の貨物が移動しており、その中で国内貨物は

年間約 120,000TEU を占めている。ジャマイカでこれだけの国内貨物を得ることはできない

と Giovanni Benedetti は発言している。 

ジャマイカにおいて、CMA CGM のビジネスが失われるリスクについて問われると、「もち

ろん、そのことは関心事である」と Giovanni Benedetti は認めるが、「現実的にそれらを解

決することは非常に困難である。」とも発言している。 

（北海道開発局 釧路開発建設部 釧路港湾事務所 計画・保全課 鈴木一輝） 

（校閲者 ＩＣＨＣＡ国内部会長 上田 寛） 
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                    Bigger and faster 

                        より大きく，より速く 

 

抄訳者 長津氏                         

                       

近年で最大級かつ象徴的な海洋プロジェクトの一つであり，８月には完成予

定であるエジプトの新スエズ運河事業についてバート・ヴァイザー（Bert 

Visser）が報告する 

 

 ２０１４年８月５日，全長７２ｋｍの運河のほぼ半分に渡って水路幅を現在

の２倍にする新スエズ運河プロジェクトが幕を開け。． 

 プロジェクトでは，２億立米以上の乾燥した土砂，２．５億立米以上の浚渫

した土砂を移動させる必要があり，当初は５年以内に完了する予定であった。

その後，スエズ運河庁の技術者たちはプロジェクト完了までの期間を３年と予

想したが，さらにその後，エジプトのアブドル・ファッターフ・アッシーシー

Feature 2015 年 7/8 月 
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現首相は，２０１５年８月５日に最初の商船が新運河を通過できるように，１

年以内でのプロジェクト完了を求めた。 

 現状のスエズ運河では，編成された船隊による片道航行しかできない。運河

には，錨を下ろし反対方向に航行する船隊を待つ場所が２箇所だけある。この

２箇所とは，地中海の入り口であるポートサイドから１００ｋｍ南に位置する

グレートビター湖と，ポートサイドの５０～６０ｋｍ南にわたって延び，その

限られたサイズから小さな荷役船のみ利用可能なバルラ西バイパスである。結

果的に，南に向かう船隊が平均的に航行に要する１８時間のうち，半分は待ち

時間である。 

 新スエズ運河プロジェクトにより，運河の幅が２倍になることで，北行きと

南行きどちらの船隊もお互いに７２ｋｍの区間にわたって運河を利用すること

が可能となる。さらに南行きの船隊の航行時間は１１時間にまで短縮される．

これらの改善点は，岸壁の占有時間に影響を与えうるため，港の出発・到着時

間を考慮する必要がある。スエズ運河庁によると，１日あたりの航行船舶は４

９隻から９７隻にまで増加すると予想されている。 

 運河の拡幅は，代替航路（特にアジア・太平洋と欧州間）に対するスエズ運

河の競争力を劇的に増加させる．歳入は倍以上に増加することが予想されてお

り，エジプトの外貨国民所得にプラスに貢献するだろう。また，新スエズ運河

は，直接的にだけでなく予想される他の経済活動の活性化を通じても，地域の

雇用を生み出すと予想される。 

 ７２ｋｍにわたるプロジェクトは６つの管理区画に分けられている。 

■バルラ西バイパス（約１０ｋｍ）は，喫水２０ｍの船舶が航行可能なメイ

ン運河と同じ深さにまで増深される予定である。 

 ■イスマイリア近くの３５ｋｍにわたる４区画（No.2-5）は，６０ｋｍ地点

にあるバルラ西バイパスから９５ｋｍ地点にあるグレートビター湖までである。

ここでは，現存の運河の東側を平行に流れる形で，完全に新しい運河が造られ

ている。２億立米の乾燥土砂と１．８億立米の浚渫土砂により，深さ２４ｍ・

幅３００ｍの運河に加えて，戦略的に位置付けられた２つのサービス水路と現

存の運河と新運河を繋ぐ水路が造られる見込みである。新運河が完成するまで

の建設期間中，これらの水路により作業船の新しい運河へのアクセスが確保さ

れ，各浚渫船がそれぞれの場所で同時に作業することが可能となる。 

 ■No.6 の区画は２７ｋｍのグレートビター湖を完全にカバーする。運河の西

側に既に在る深さ１４ｍの水平水路を増深・拡幅する。ここでは４千万立米の

土砂が浚渫される予定である． 

 第一段階は，エジプト軍の技術部により No.2-5 の区画から２億立米以上の乾

燥土砂を取り除くことであった．乾燥土砂を輸送する巨大な車両が国中から集
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められ，桁はずれの成果（１日あたり１００万立米以上，７か月で乾燥土砂の

輸送を終えるという記録）をあげた。 

 その間，浚渫作業のための入札が開始された．２０１４年８月と９月，これ

らの複数の契約の入札は多大なプレッシャーの下で，提出日を９月２０日とし

て，区画ごとに行われた。 

 ９月末に入札結果が公表され，そのわずか２週間後である１０月中旬までに，

６区画のうちの５区画の契約が２つの異なるコンソーシアムと結ばれた。 

 No.1 の区画は，自身で浚渫機を保有するスエズ運河庁が行うこととなった。

No.2-5 の区画は，アブダビの NMDC，オランダの Boskalis と Van Oord，ベルギ

ーの Jan De Nul から成る Challenge Consortium が落札した．No.6 の区画は，

ベルギーの DEME と米国の Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD)から成る

コンソーシアムが落札した。 

 短期間の間に，ポンプ浚渫船が世界中から集められた。その中には，NMDC の

Al Mirfa (10,919kW)，Al Hamra，Al Khatem (9,800kW)，Umm Al Anber (7,800kW)，

Jan De Nul の JFJ De Nul (27,240kW)，Ibn Battuta，Zheng He，Fernao de Magalhaes 

(23,540kW)，Hondius，Kaerius (8,330kW)，Van Oord の Artemis (24,702kW)，

HAM 218 (10,660kW)，Hercules (8,539kW)，Zeeland II (6,425kW)，Boskalis

の Phoenix I (15,800kW)，Cyrus II (12,904kW)，Edax (9,147kW)，Jokra (5,128kW)，

が含まれる。しかしながら，補助機器の移動や浚渫船が作業をするために必要

なあらゆるものの取付・設置という課題も残されていた。最近の自動推進式の

ポンプ浚渫船は，プロジェクトの現場の広さに応じて搬入を素早く行うことが

可能である。しかしながら，他の浚渫船では，稼働する前に機器や周辺の補助

部品を全範囲にわたって準備する必要がある。最初に，陸側と水上を繋ぐパイ

プラインを浚渫箇所に移動させる必要がある。次に，浚渫には部品の摩耗や破

損を伴うため，大小さまざまな機材や部品の修理に適した大きな作業場を設置

しなければならない。 

 ポンプ浚渫船により浚渫された土砂は，パイプラインで岸に送られ，新運河

の両岸にある 10 の処分地に保管される。 

 各区画はコンソーシアムを構成する４社によりそれぞれ管理された（No.2 = 

Jan De Nul, No.3 = Boskalis, No.4 = Van Oord, No.5 = NMDC）。各区画の処

分場もまたそれぞれの企業により管理された。しかしながら，すべての浚渫船

はコンソーシアムに属するとして，各浚渫船の所有には依存せず，技術的・運

用的な面から配置場所が決定された。どのポンプ浚渫船をどこに配置するかに

は２つの要素があった。一つは地盤条件（より強力な浚渫船が必要となる箇所

もある），もう一つはプロジェクトの総合的な戦略である。 

 まず，比較的小さなポンプ浚渫船が投入され，約８ｍの深さまで浚渫を行い，
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運河の横断面に３つの切り込みを造る．比較的大きな浚渫船がこの空間を利用

して，まず約１６ｍまで，最終的には２５ｍの深さまで浚渫を行う。これらの

比較的大きな浚渫船は一回のスイングで運河の幅をカバーすることが可能であ

る。必要とされる２４ｍよりも２５ｍまで浚渫を行うことで、避けられない浚

渫漏れが許容され、トローリングサクション浚渫船（TSHDs）の航行が可能とな

る。 

 プロジェクトのスタート時には、コンソーシアムは、全体の浚渫能力を増強

するためにポンプ浚渫船と平行にトローリングサクション浚渫船を配置する考

えであった。No.4 の区画は、トローリングサクション浚渫船が最も効果的だと

予想される土壌条件であった。土砂のほとんどが固く圧縮された砂分で所々に

緩い砂分があったのに対し、No.4 の現地では、粘土岩混じりの固い粘土や石灰

岩、砂岩が散在していた。 

 対照的に、隣り合う No.5 の区画は、主に硬質粘土で構成される浚渫が困難な

土砂の割合が最大であった。そのため、コンソーシアムは本区画に最も強力な

ポンプ浚渫船２隻を投入した。 

 さらに複雑化させたのは、ナイル川からスエズ運河東部の農業地帯まで淡水

を運ぶ灌漑水路の存在であった。水路は、計画されている新スエズ運河及びト

ンネルによって現存の運河の両方に対して交差している。もう一つのトンネル

（ドイツのトンネル会社 Herrenknecht AG との協力の下で地元企業が建設）が

新運河の下に必要である。 

 P&H の訪問時には、１８０立米のうち約８２立米が既に浚渫され処分地に保存

されており、当地区はスケジュール通りに準備が整う見込みである。 

 DEME / GLDD コンソーシアムは、約４分の３をグレートビター湖を通る No.6

の区画の浚渫を担っている。典型的なこの区画の土砂は、硬質粘土やケイ砂、

砂岩層、石膏、岩塩を含んでいる。新スエズ運河プロジェクトにおいてこの区

画では、幅広い浚渫、輸送、処分技術が必要とされる。 

 アルゼンチンやシベリア、オーストラリアから遥々移送されてきた、合計で

１０隻の浚渫船が当区画に配置された。DEME の浚渫船は、トローリングサクシ

ョン浚渫船 Nile River (17,000 立米), Uilenspiegel (13,700 立米), Breydel 

(11,296 立米), Mellina (3,309 立米)、ポンプ浚渫船 d’Artagnan (28,200kW), 

Al Mahaar (11,224kW), 姉妹船 Al Jarraf と Amazon (どちらも 12,860kW)であ

り、GLDO の浚渫船はポンプ浚渫船 Ohio (11,690kW), Carolina (11,640kW)であ

る。 

 それぞれの浚渫船は、No.6 区画の 5 セクションのうちの各特殊任務に割り当

てられている。岸や地下水処分地との距離、予測された土壌条件に応じて、各

セクションでは異なる浚渫技術と処分技術の組み合わせが適用されている。そ

34



 

れぞれの処分計画や処分地までの距離、土壌条件に基づき、最適の浚渫機器が

選択された。 

 DEME / GLDD コンソーシアムは、浚渫作業はスケジュールをはるかに上回って

遂行されていると公表している。最初の節目（１１００万立米）には２月１４

日に到達し、４月の初めには全体で４０００万立米のうちの６０％にまで到達

した。 

 最初の商船が新運河を航行可能となる目標日、２０１５年８月５日に、プロ

ジェクト全体の完了は間に合う見込みだ。 

 

 

（抄訳者 中部地方整備局 港湾空港部 港湾計画課   長津 義幸） 

（校閲 前日本会議事務局長 笹嶋 博） 
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                               Indonesia hopes to rejuvenate ports 

                              海洋国家実現を目指すインドネシア 

 

 

抄訳者 木下氏 

インドネシアのジョコ大統領は、政権公約で示した「海洋国家構想」

を実現するため、同国の貧弱な海洋インフラを再開発しようと躍起

になっている。 

特に海洋の分野で、古い荒れ果てた施設の整備をするという政府の

公約は、大プロジェクトに携わる政府役人の対応の遅さに対するジ

ョコウイドド大統領のいらだちから感じられる。政府役人の的外れ

な行動への、大統領の不満は、一部の役人を首にするという警告を

発するところまできていた。2017 年７月ジャカルタの主要な港であ

るタンジュンプリオクの視察での重大問題が発覚した後すぐこの警

告が実行された。 

Feature 2015 年 9/10 月 
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海洋、道路、そして輸送分野での基盤整備を早めるという希望を持

って選ばれたが、大統領は、ほとんどその成果を出していない。 

インドネシアを海洋国家にすることは、大統領の行動指針の中で上

位にあるものである。 

インドネシアの 17,000 の島々を繋ぐ、ヌサンタラ海洋ピストン輸送

プログラムをとうして、基盤整備をして、沿岸海域にそって物流を

改善し、輸送コストを軽減するものである。 

ジョコ政権の港湾開発計画では、数十億ドルをかけて、Belawan 港，

Batam 港，Tanjong Priok 港，Tanjung Perak 港，Makassar 港，Sorong

港を含む、合計 24 港を 5か年以内で新設または再整備する予定であ

る。 

大規模な整備計画の中心は、タンジュンプリオク港の 46.6 億米ドル

の再開発拡張計画である。タンジュンプリオクは、年間4,000,000TEU

のコンテナを処理するインドネシアの主要な港である。しかし経済

成長に対応するため、処理能力を上げて、2014 年に何とか

6,600,000TEU を処理した。 

2015 年のインドネシアの経済成長率は、世界銀行によると 4.7%、一

方インドネシア政府によると 5.4%である。しかし、貿易上は輸出入

とも一時的に減少を示し始めた。 

輸入は需要の弱まりで、昨年から 21,4%に急に落ち込み、州当局の

データでは、輸出は前年比で 15.2%、12,560,000,000 米ドルの落ち

込みであった。 

それにもかかわらず、インドネシアは、ここ十年の残りの期間で東

南アジアで最大に成長すると思われている。 

これを実現するためには、政府は民間部門の参加を持って、同国の

貨物取扱能力を向上させることが急務である。インドネシアの現在

の小規模な、喫水の小さい国内ターミナルは、国内・国際の取り扱

いの効率が悪く、無駄が多い。インドネシアのコンテナ取扱量は過

去 10 年間を平均して 15%であり、港湾拡張事業は継続しており、と

にかく前進しつつある。 

Priok 新港はインドネシア港湾会社（IPC）と官民共同企業体でのモ

デルとしてインドネシア港務局により進められている事業である。 

営業権は 70 年間あり、更なる 25 年に対する条項がついている。 

この整備により、1 万 8 千 TEU 級のコンテナ船が同港に入港可能と

なり、整備状況としては、Priok 新港の第一ターミナルは既に完成

間近であり、2015 年中には施行運転に入る予定となっている。 
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IPC はインドネシアの国有会社で、12 の港湾を運営し、国内の 50%

以上にあたるコンテナを取り扱っている。 

また、内資では、高速道路運営者、電力会社、ターミナルオペレー

ターが、外資では三井物産、APMT、中国招商、COSCO が Priok 新港

の出資している。 

現状のインドネシアの港湾の諸元では、パナマ運河拡張後にパナマ

ックスがインドネシアを抜港する可能性がある。 

経済成長を牽引するためには、大型船が入港可能な大水深バースを

備えた港湾の整備が必要である。 

インドネシアの西側に位置する主要港は国際貨物を扱っているが、

東側の港湾は国内貨物のみである。また東側の港湾は、非効率な運

営側に資金を投入し、高額な港湾使用料を課している。 

資金の面はあまり大きな問題ではない。インドネシアでの港湾への

資金調達は色々な方法がある。大切なことは、業務を効率的に行う

ために資金を最も効果的素早く調達する方法である。IPC は最近債

券市場で 16 億ドル米を調達した。 

インドネシアの大規模整備事業は港湾分野で投資機会を与えた。多

くの投資機会で、kijing で 500 百万ドル米、Tanjung Carat 10 億

ドル米 計画を含んでいる。東インドネシアを越えた 42 の他の港の

改善と建設に約 25 億ドル米が含まれるだろう。 

地域の海運業者は、インドネシアの経済発展の展望を歓迎していて、

総合的には世界の海洋国家としての夢に向かってじわじわと近づい

ている。インドネシア政府の短期的での歴史的な港湾整備への邁進

はきっと称賛されるばかりであろう。 

（抄訳者 関東地方整備局港湾空港部港湾物流企画室 木下拓真） 

（校閲者 IAPH 日本会議事務局）
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                       Comparisons can be instructive 

                     比較することはためになり得る 

 

                      

抄訳者 中村氏 

 

2 つの記事の中で IHS JOC の Bill Mongelluzo 氏はロッテルダムにある APMT

の自動化した MaasvalakteII ターミナルに関するレポートを述べ、そして、ア

メリカの港のオペレーションに残る課題について述べている。 

 

恐らく、自動化されたターミナルの最も大きな利点はゲートオペレーション

に進歩をもたらしたことである。 

MaasvalakteII において、積まれたコンテナは船舶やゲートに対し、垂直な

位置に置かれているため、トラック運転手は、ゲートの入り口から積まれたコ

ンテナまで最小の距離の移動で済む。自動化された荷積みクレーンは、求めら

Feature 2015 年 9/10 月 
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れたコンテナを保管場所からトラックの荷台に移動させる。１２月以降、この

ような方法で試験段階の間に行われた膨大な移動は、ゲートを入って、出る間

での１回の処理が平均して３０分以下であったことを記録していたと APM のチ

ーフオペレーティング役員の Henk De Groot は P&H に対して語った。多くのア

メリカの港において、ターミナル内の移動時間は４５分から１時間が一般的で

ある。 

ターミナルからトラックへの積み換えを可能な限り効率的にするために、APM

はトラックの運転手に２つの要件を強いている。自動車運送人は、１度、電子

データーで、文書を提出しておかなければならず、そして、すべてのトラック

運転手はその予約をしていなければならない。予約した２時間の枠を逃したト

ラック運転手は、待機エリアに行き、新たな予約をしなければならない。 

アメリカの港湾トラック運転手は予約システムについて様々な意見を持って

いる。そのほとんどが否定的な意見である。なぜならば、ターミナルの混雑、

天候もしくは道路渋滞によってその時間枠を保つことは、困難だからだ。De 

Groot は次のように語っている。APM は、早急な積み降ろしにより報酬のもらえ

るトラック運転手との間で、ほぼ１００％の応諾を得ることに成功している。 

安全性も自動化されたターミナルの大きな特徴である。人間は、ターミナル

の船荷取扱場所にいないため、怪我をすることはない。“船荷取扱場所では機械

から人間を切り離した”と De Groot は語る。人間の関わりが必要とされる船荷

取扱はタワーから遠隔で操作される。 

同様に、MaasvalakteII は世界で最も環境に配慮した港となる予定である。岸

壁とヤードのクレーンは電子化されており、このことは、排気がなく、音も出

ないことを意味している。電気は風力により現地で生産されている。クレーン

も同様に、クレーンの動きの中で下方向への動きの際に、電力を生み出してい

る。フォークリフトは電動化しており、従業員は電気自動車でターミナルに出

入りする。 

それらの港が排出をなくす、もしくは限りなくなくすことに努力しているよ

うに、ロサンゼルスとロングビーチ港も同じような目標を抱いている。 

自動化することはものすごく高価である。MaasvalakteII は５億３５００万

US＄かかったと APM は言っている。これらの投資を正当化するには、コンテナ

の取扱量が重要になる。 

De Groot は次のように語っている。世界中でターミナルの自動化への投資し

た分の十分な見返りが達成されるためにどれ程必要か推定することは稼働状況

や人件費が変化していくため、困難である。しかし、人件費の高い、ヨーロッ

パやアメリカなどの国々においては、少なくとも年間で１００万 TEU の取扱量

がおそらく必要になる。 
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さらに言うと、自動化はこの段階で導入されうる。そして、ターミナルは必

要性や取扱量に応じて、軽度に、適度に、もしくは完全に自動化するのかを選

択することができる。港湾業務の手間仕事は自動化によってなくなるため、省

力になるということは否定されるものではない。最近、ロサンゼルス港は、

TraPac ターミナルの自動化は、結果的に仕事量を４０から５０％削減するであ

ろう、という研究を発表した。 

自動化に投資したターミナルは、その能力が大きく増加することを体感する

であろう。完全な建て替えの際には、TraPac は２００万 TEU 以上の年間取扱容

量を確保できるだろう。ロングビーチの Middle Harbor ターミナルは、自動化

される予定で、完全な建て替えがなされた際には、３００万 TEU 以上の年間取

扱容量になるだろう。ロサンゼルスからロングビーチを合わせた１３ターミナ

ルで、最新で１５００万 TEU を取り扱っている。 

自動化されたターミナルは、他のターミナルと違ったビジネスを誘致する際

のコストをより少なくしてくれる。そのビジネスは、短期から中期的な期間で

増加させることができるはずである。ただそれは、自動化を採用することによ

って、オペレーションコストをより下げるか、あるいは、自動化する余裕がな

ければ、自動化に係る高価な費用を先行投資することができる十分なターミナ

ルオペレーターに寝返るかどうかを競争者に強いることになるのである。 

 

（抄訳者 国土交通省航空局航空ネットワーク部空港施設課 中村大樹） 

（校閲 全日本会議事務局長 笹嶋 博） 
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Continental divide 

アメリカ大陸における格差 

 

 

  抄訳者 野上氏 

 John Gallagher の報告によると，船舶の大型化及び運河の拡幅がアメリカ西海

岸と東海岸の港湾間競争を加速させている一方，各港湾に対し，新しい市場へ

の適応を強いている．アメリカ大陸における格差 

Cover story  2015 年 9/10 月 
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2016 年 4 月に拡幅予定のパナマ運河の新陸閘の開通は，アメリカの大規模港湾

にとって急激な変化を伴う大事件となるだろう．約 5000TEU から 12,000TEU の

コンテナ処理能力に増える新運河の開通は，今年初頭からアメリカ西岸の港湾

で発生した渋滞によって引き起こされた市場シェアの変化に対し，コンテナタ

ーミナルを適用させることとなる．加えて，パナマ運河のみが大型化している

わけではない．スエズ運河では，アメリカ西岸，東岸，メキシコ湾に向かう航

路を変更することを可能にし得る複線化事業を完了しつつある． アメリカの港

湾物流をどの程度変化させるかは正確に知られていないが，パナマ運河の拡幅

によりは，環太平洋のコンテナ物流を西岸から東岸に 10%程度シフトさせること

になるとの試算もある．ボストンコンサルティンググループが 6 月に発表した

報告書は，パナマ運河の拡張の効果について，“港湾物流全体は増加するが，市

場シェアは反発するだろう” と CH Robinson 社が実施した調査を報告している．

報告書によると，東海岸の港湾の 2倍に相当する年率平均 5～10％でロサンゼル

ス港-ロングビーチ港間の港湾が成長するだろうと特定している．また同報告書

では，東海岸の港湾で現在進行中の拡張計画の効果に対して，疑問を呈してい

る．労働交渉のもつれや施設不足，非効率的なターミナル運営により引き起こ

された西海岸の港湾における混雑問題により，東海岸やメキシコ湾の港湾に貨

物はすでに移行しつつある．HIS Maritime & Trade の中の JOC.com プロジェク

トの一環である PIERS により収集されたデータによると，東海岸の港湾では，

2015 年の上半期に，2014 年の同期間と比較して 3%増加し，アメリカにおける総

輸入コンテナ量の 43%を占めるに至った．またメキシコ湾の港湾では，1％増加

し，6％のシェアに至った．同時に，西海岸の港湾では，5％増加し，50％のシ

ェアを占めるに至った．西海岸の港湾において引き起こされた港湾の混雑等は，

労働問題によってではなく，船舶の大型化や非効率的な荷役により引き起こさ

れており，港湾貨物の流動を引き起こす主たる要因になっていると Martine 

Associates の代表である John Martin は本誌に語った．港湾貨物の流動は量的

に厳しくなっており，アメリカの港湾に対して，経済に課題もたらしているこ

とは間違いない，とも Martin 氏は語った．本年 4 月に Martin 氏の会社が発表

した“アメリカの港湾システムにおける 2014 年の経済効果“によると，歳入の

観点からみたアメリカ港湾の経済価値は、2007 年から 2014 年までの間に 43%増

加し、4.3 兆ドルになると試算した。連邦海事委員会による 2015 年 7 月におけ

る港湾調査によると，2014 年のコンテナ取扱量上位 3 港湾であるロサンゼルス

港，ロングビーチ港，ニューヨーク港が，国際貿易の約半数を占めており，上

位 11 港湾で 85％以上，ロサンゼルス港-ロングビーチ港の港湾により約 25%の

取扱量を占めていることが判明した．これらは，主要港湾の拡張を助長する要
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因になり得る一方，貨物システムを脆弱にもし得る，と連邦海事委員会は警告

している．船舶の大型化により，貨物量の増加が見込まれる中，東海岸やメキ

シコ湾の港湾では，増深・拡張プロジェクトを加速している．例えば，サバン

ナ港やマイアミ港では，15.2m への増深計画も含めて，それぞれ，1.4 億ドル，

2億ドルの投資がされている．メキシコ湾の大規模港湾であるヒューストン港や

ニューオーリンズ港では，2016 年のパナマ運河開通によりコンテナ貨物が増加

することを見越して，運河の拡幅やより大きなガントリークレーンの導入を図

っている．ニューヨーク港やニュージャージー港では，大型船がコンテナター

ミナルにアクセスしやすいように，Bayyonne橋に10億ドル以上を投資している．

一方，貿易構造の変化，西海岸からの貨物の変化は，今年はじめに，貨物量を

10％増加させ，長期的な効果を港湾にもたらすと考えられている．これに備え，

港湾内に出入りするコンテナの動きを追追跡出来る新型のコンテナ追跡システ

ムの導入が 7 月に予定されている．他方，西海岸の港湾も市場を諦めているわ

けではなく，将来的な貨物の流動を見越している．ロサンゼルス港とロングビ

ーチ港では，荷捌き効率の向上・渋滞の解消を目的として，300 万ドルの拡張計

画が進行中である．最近，ロサンゼルス港では，シアトルに拠点を置く建設会

社である Matson 社が日本郵船のコンテナターミナルの拡張工事を 44.6 万ドル

で受注した．この計画は，日本郵船所有の岸壁を増深し，環太平洋貿易の主軸

であるポストパナマックス級船舶以上の船が着岸出来るように改良するもので

ある．この改良は，13,000TEU 級の船舶を 3台運ぶことができ，コンテナの荷捌

き効率を改良するものである．この計画は，～であるとロサンゼルス港の上級

マネージャーである Gene Seroka 氏は 6 月 29 日に話した．7 月上旬．オークラ

ンド港は，9月末までに，ターミナルの労働者が荷捌き効率を向上し，サンフラ

ンシスコ湾の船のバックログを解消するためには，400 人以上の労働者が必要だ

と発表した．また、オークランド港におけるコンテナ取扱量は数年前と比して 3

カ月連続で増加しているが、労働者不足により、荷役速度や不荷役が増加して

いると発表した．7 月 9 日、オークランド港の John Driscoll ディレクターは、

「現在、顧客が求める荷役スピードや効率性のもと、運営が出来ていなく、沿

岸労働が港湾復活の第 1の課題である」と語った。 

（抄訳者：港湾局産業港湾課国際企画室係長 野上雄介） 

（校閲：港湾局産業港湾課国際企画室） 
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Unlocked Cuba's potential 

キューバの真の可能性 

 

 

抄訳者 野上氏 

 
「アメリカ・キューバ間の制限された貿易が再開すると，キューバ沿岸に港湾

プロジェクトの波が訪れるだろう．」抄訳者 野上氏 キューバの真の可能性 

 

アメリカ・キューバ間の関係改善は，キューバや周辺地域のクルーズターミナ

Cover story  2015 年 9/10 月 
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ル・フェリーターミナルから国内貨物・トランシップ貨物向け港湾施設にいた

るまで，港湾分野にとって大きな意味を含んでいる． 

バラク・オバマ大統領は，2014 年 12 月，“数十年にわたり利益を損ねてきた時

代遅れの政策”を終結させ，キューバに対して新しい立場をとることを発表し

た．アメリカの財務省外国資金管理局(以下，OFAC)は，1月にキューバに対する

制裁措置の見直しを実施，4月にアンドリュー・クルモニューヨーク州知事がキ

ューバに向けて貿易代表団を派遣，5月にテロ支援国家の指定を解除，7月には

アメリカ・キューバ両国が大使館の再開を発表した．一方，海上貿易の観点か

ら見ると，“キューバ民主主義法の 180 日ルールは依然として有効である”と，

Watson Farley & Williams のシニアアソシエイトであり，経済制裁の専門家で

ある Jane Freeberg Sarma 氏は強調した．この規制は，キューバの港湾に寄港

した船舶の 180 日間のアメリカの港湾へ寄港禁止を規定するものである． 

特定の農産品や承認を得た貨物を運搬するアメリカの船舶に対しては日当制度

がある．1 月，OFAC の外資規制が変更され，アメリカの船舶以外にも同様の除

外が拡大した．Sarma 氏は，「規制の変更には曖昧な部分がある．この除外が全

ての船舶に対して明確化されている．」とP&H誌に語った。2015年，OFACは United 

Caribbean Lines 社，Havana Ferry Partner 社，America Cruise FerriesUSA 社，

Baja Ferries USA 社の 4 社に対して，アメリカ・キューバ間のフェリー航路の

事業免許を交付した．Sarma 氏は「これはファーストステップに過ぎず，これら

の企業は今後，キューバと議論をしなければならない」と語った．アメリカ政

府のキューバへの友好的な姿勢は，OFAC が経済制裁リストからキューバの船を

除いたことによって明らかにされている．上記のような積極的な改善にも関わ

らず，大統領権限ではなく，アメリカ議会の法律によって禁止されている．議

会によってのみ，キューバにおけるアメリカ人の渡航禁止は廃止することが出

来る．「キューバに対する経済制裁の更なる緩和に向けた課題は，1996 年に制定

されたヘルムズ・バートン法だ」と Sarma 氏は語った． 

この法律のもとでは，禁止はアメリカ議会によって特定された民主的な政府に

キューバが変更するか，議会が法律を変更しなければ，解禁されない． 

クルーズ産業は利益に対して特に強い関心を抱いている．キューバの近代的な

ホテルは制限されているので，クルーズ部門は文字通り「浮体式ホテル」の提

供を期待している．クルーズ船は南フロリダから短距離を航海し，錨を下ろし，

ニューヨーク・バミューダ諸島を結ぶ行程も計画されている．クルーズ会社に

とっては，他のカリブ海航路に対して価格ボーナスを提供し，燃料を減らすこ

とを意味している．Carnival 社の最高経営責任者である Arnold Donald 氏によ

ると，「もし規定されている制裁が変更したならば問題なく，キューバは大きな

機会をもっている．キューバを訪れるに際し，多くの需要がある．カリブ海を
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嗜好する我々にとって省エネルギーな行程をもたらすだろう．」Donald 氏は，「キ

ューバには，弊社の船を収容出来る港湾が 11 港ある．我々は，多数の港湾に行

くこと出来る様々な船を所有している．特にハバナ港には，制限がある．ハバ

ナ港は水深が浅いため，小型船のみが寄港出来る．ハバナ運河は運河の下にト

ンネルがあるために，浚渫することが出来ない」．と語った。ハバナ港には，キ

ューバ政府とモナコに拠点を置く Milestone 社（Milestone 社は，Carnival 社

が Costa 社を買収したときに放棄した社）の共同事業体により 1996 年に建設さ

れた Silares ターミナルという既存のクルーズ船受け入れ施設がある．Silares

ターミナルは，2005 年に Terminal Sierra Maestra 社が運営のコンセッション

を失った．Donald 氏は，「港湾や他のインフラ等の必要なインフラ投資があり，

立法上の制裁を変更するべきだ」と語った．UBS社のクルーズ分析官であるRobin 

Faley 氏によると，「Royal Caribbean 社は，市場が開放された場合にすぐに行

動に移せるように，キューバの港湾における開発計画の概略を既に発表してい

る」と述べた．一方で，「港湾開発を実施した場合でも，ハバナ港の水深を考慮

すると Royal Caribbean 社はフリーダム級よりも小型の船舶をする必要がある．」

とも指摘した．Fells Fargo 社のアナリストである Tim Conder 氏によると，「ク

ルーズ会社の役員達は，ひとたび制限が解除されれば，11 港湾に初めての寄港

をするのに半年から 1 年を要し，主要船舶の営業に必要な港湾施設の建設に対

するキューバ政府の承認を得るのに 1 年半から 2 年がかかると算定している」

と語った．フェリーやクルーズ船以上に，国内貨物とトランシップ貨物を合わ

せたキューバにおける他の主要港湾を予測している．新しい国内貨物用商業施

設は，Mariel 社によって算定されており，当地が将来にわたって，トランシッ

プ拠点として機能するか，や，キューバ以外のハブかどうかが問題である。あ

るエコノミストによると，「カリブ海の既存のトランシップ港湾を考える場合，

未開の巨大港湾はキューバだ．地理的にアメリカに向かうトランシップ貨物に

とって理想的な場所だ．」とした． 

彼は，キューバの南側の沿岸に位置するトランシップ拠点の評価と東側の水深

を早急に増深するか，だとして，世界の巨大船舶を収容できるように浚渫する

必要はないと示唆した．南東の沿岸の特徴のひとつは，アメリカの支配下にあ

り，論争の的であるグアンタナモ基地があることである．エコノミストは，「ひ

ょっとしたら政治的問題が最終的に解決された時，グアンタナモ基地が撤去さ

れ，トランシップ拠点に変化するだろう」と語った．最近，マリエルにおいて

は，商業用船に着目している．SA Mariel として知られるコンテナターミナルは

2014 年 1 月に開業し，ブラジルの Odebrecht 社により建設され，シンガポール

の PSA International 社により運営されている．Drewry 海事財団によると，ア

クセス運河は2016年に拡張予定のパナマ運河を通航可能なニューパナマックス
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級船舶が通行可能な 18ｍの水深に浚渫中である．Drewry 社によると，昨年 23

万 TEU を扱った TC Mariel では，今年，26 万 TEU を扱うべきだ」と主張した．

フランスの船社である CMA CGM 社は，5 月に Mariel における主要な取り決めを

行った．契約は，コンテナターミナルの運営と 17Ha の物流用地の開発を行うも

のとして，CMA CGM ロジスティック社と TC Mariel のキューバキューバ側所有者

である Almacenes Universales SA の間で行われた．Drewry 社によると，「キュ

ーバはアメリカの貨物にとってトランシップ拠点になる可能性を秘めており，

バハマ諸島においてフリーポートがどのようにしようとしているのかMarielコ

ンテナターミナルは大水深と近代的な港湾施設を要しており，岸壁を 2400ｍに

延伸する可能性があり，年間 300 万 TEU 以上に増加するだろう」と加えた．一

方，IHS Maritime 社の報告よると，地域の造船・港湾部門の関心は，キューバ

の北西に位置する Mariel の位置は，トランシップ貨物のルートを変更するには

大きすぎ，キューバにとって理想的なコンテナ拠点は，アメリカ東海岸とパナ

マ運河を結ぶ航路に隣接する南東沿岸である」と考えている．Mariel の位置に

懐疑的な人たちは．PSA 社がキューバ市場に参入し，関係を発展させするための

手始めで，将来的に他に立地するための布石だと話した． 

 

抄訳者：港湾局産業港湾課国際企画室係長 野上雄介 

校閲：港湾局産業港湾課国際企画室 
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平成 27 年 7 月 10 日 
 
 
特別報告 

                 一般財団法人 みなと総合研究財団 

                 業務執行理事 細川 恭史 

 
 

環境委員会（IAPH2015 Hamburg 総会 技術委員会）の概要 
 
 
１．開催日時： 2015 年６月１日（月）11:45-13:45 

２．開催場所： Marriot Hotel, Hamburg  SalonB 会議室  

３．議長  ： Cap. David Padman 委員長 

 （グループⅡ：保安委員会・法律委員会と合同グループのもと） 

４．主な議題：（議題番号は事前送付された暫定議題番号。いくつかの議題は省

略/スキップ。） 

 議題１・開会宣言 

 議題２・討議議題の決定 

議題３・前回 Sydney での委員会の議事録承認 

議題４・環境委員会の今期の活動 

  ａ）IMO・MEPC(海洋環境保護委員会)の状況（van de Laar 報告） 

    燃料質、バラスト水条約、ECA(排気制御海域)、（騒音：今回は省略） 

  ｂ）GLEC（van de Laar 報告） 

  ｃ）World Port Climate Initiative(WPCI/世界港湾気候イニシアチブ)  

   （van de Laar） 

    ESI（船舶環境指標）、LNG 燃料船、その他プロジェクト 

  ｄ）港湾に設置された廃棄物受け入れ施設、状況報告 

（Henri van der Weide 報告） 

議題５・IAPH と PIANC の共同活動（Kris De Craene 報告） 

 議題６・スマートポートハンブルグ、持続的発展港 

（Lutz Birke 報告 →省略） 

議題７・スマートポートへの製造業からの視点 

（Lorene Grandidier, PEMA 報告） 

議題８・Onshore Power Supply（陸電供給）、港湾での発展（Henri van der Weide 

    報告） 
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 議題９・IAPH 環境賞 (IAPH 事務局報告） 

 議題 10・次期(2015-2017)活動計画素案 (素案は事前送付) 

議題 11・IAPH 環境関連の宣言文章 

 議題 12・委員会の次回開催までの間の活動 

 議題 13・その他 

 

５．概要： 

 議題 1+2・環境委員会委員長 Padman 船長の開会宣言、提出議題承認後、議論

に移った。 

 議題３・事務局のまとめた前回の環境委員会議事録(事前配布済み)を承認し 

 た。 

議題４・環境委員会の今期の活動 

  ａ）IMO・MEPC(海洋環境保護委員会)の状況 

    〇燃料質と ECA(排気制御海域)の動向（van de Laar 口頭にて報告）： 

     燃料質(硫黄含有量)の議論は MEPC68-69 で議論され来年の MEPC69

で最終とりまとめとなる。ガイドラインとしてまとめられる（規制法

令 regulation にはならない）見込み。ガイドラインでは、「要請に見

合う油を使うべし」といった、いつもの IMO の表現になる見通し（特

記要求 requirement 事項はない模様）。 

     ECA(Emission Control Area)に関しては、2015 年 1 月 1 日から北

米東西海岸沿岸で一般海域よりも厳しい ECA 基準（NOｘ、SOｘ、粒状

物）が適応された。北海・バルト海と共にかかるようになった。 

 

(以下 細川恭史注記)： IMO 登録の ECA 指定海域は、現在、北米沿

岸・北海・バルト海・カリブ海の 4 海域。なお、日本では、日本周辺

海域を ECA 海域として設定することの是非が国交省委員会で検討され、

現 在 の と こ ろ 不 必 要 と の 結 論 を H25 年 に 得 て い る

（http://www.mlit.go.jp/common/001002259.pdf）。IMO 内では、日本

沿岸が将来 ECA 海域になるとのうわさがある模様。2020 年には、一般

海域にも広く規制がかかるようになる。 

 

    〇バラスト水条約に関連する議論動向（Henri van der Weide パワポ

にて報告）： 

     バラスト水条約では、条約発効条件として、①30 か国以上の承認

かつ②世界交易量の 35%以上のカバー、が求められている。この条件

満足後、12 か月で発効となる。シドニーでの IAPH 環境委員会での状
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況報告以後、承認国は米国などが加わり 44 か国となった。その結果、

交易量のカバーは現在 32.86%となった。今年中には、フィリピン・

イタリア・ベルギーなども承認の運びであり、2015 年末から 2016 年

には条約発効条件を満足するだろう。(細川恭史注：最新の承認状況

は、IMO/条約のホームページを逐次参照されたい。) 

     IMO の環境委員会（MEPC）では、船主側から時間が必要だとの意見

が出ている。現在、既存船の 10~15%しか処理施設を積んでいない。

新造擬装等でドックに入るときに装置の搭載ができる。そのために対

象船すべてに装置を積むためには 5年ぐらいはかかる、と主張してい

る。そうすると、条約発効条件満足後、5 年ぐらい(2021 年ごろ?)で

全船舶が基準満足となるのか。 

     加えて、①条約基準を満足しない船が入港したいとやってきた時の

港湾管理者のとるべき態度（PSC との連携も含めて）、②条約の規定

する例外規定への対応法（内国船の他、regional liner services は

例外。例外適用のための条件の厳格適用）、③入港港湾による港湾水

質環境測定、④港湾における十分な大きさの処理汚泥受入れ施設整備

（船舶廃棄物受け入れ施設の一つ）のための国内法令整備、等の課題

がありそう。 

     （以下 van de Laar 私見） 

     船主、特に米国船主は、(政治的発言をしており、)条約理解が少し

違うようだ。 
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  ｂ）GLEC(Global Logistics & Emission Council)の状況 

    （van de Laar 口頭報告） 

    〇IAPH は WPCI と一緒に「港湾に対するグローバルロジスティックス

のカーボンフットプリント」の勉強を始めた。グローバル・ロジステ

ィクスによって生じる温室効果ガスの発生を評価しようというもの。

サプライチェインによって生じる温室効果ガスの発生量をフットプ

リントとして算定評価しようと思ったが、企業側からの反応が少なか

った。そこで、評価対象の物流を広げてゆくために、周辺企業との連

携を模索している。GLEC もそうした機関の一つで、フットプリント

議論を一緒に考えている。ロジスティクスの他部門とも連携を考えて

いる。議論を始めたばかり。温室効果ガスの排出がより少ないロジス

ティックスが見つけられるようになる。WPCI のプロジェクト WG の一

つ（CFP）として活動中であり、各港の参加歓迎。 

     （以下 環境委員会での議論）PIANC と一緒に勉強している温暖化

適応策の勉強や最適航路選定などとも関連している話題ではないの

か? そうだ、戦略的にもつながっている。 

 

（以下 細川恭史注記)：GLEC は、2014 年にスマート・フリート・

センターによって設立され、各国のロジスティックス関連企業の集ま

り。種々の手段（モード）でのロジスティックスに対し、統一的な手

法で温室効果ガス排出寄与を評価することを目指している。詳細はホ

ー ム ペ ー ジ で （ http://www.theglec.org/  ま た は

http://www.smartfreightcentre.org/glec/what-is-glec）。 

 

  ｃ）World Port Climate Initiative(WPCI/世界港湾気候イニシアチブ)

動向 （van de Laar 口頭報告） 

    〇WPCIの現在活動中のWGは、上記①カーボンフットプリント(CFP)、

②陸電供給（OPS）、③環境にやさしい船舶指標（ESI）、④LNG 燃料船

（LNG）の 4つ。（WPCI のホームページと、個々の WG の HP とがある。） 

     CFP では、上記の背景のもと、施策検討の前にどのようにフットプ

リントを評価算定するのかの勉強をしている。 

     LNG では、今回の安全委員会で紹介したとおりだが、安全性・ふ頭

からの給油（バンカリング）方法・供給者認定方法などについて勉強

し成果をホームページに公開している。就航 LNG 船は 60 隻ほどでほ

とんどが小さく北欧の船だが、大きな船(北欧フェリーなど)がいくつ

かある。LNG 燃料船の積載 LNG が限られるため、頻繁な給油(バンカ
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リング)が不可欠。LNG 船への給油についてはストックホルム港が一

番経験を積んでいる。 

     OPS では、後程 Henry から議題８として紹介がある。 

     ESI では、この仕組みは着実な伸びを見せている。この 10 月に算

定法が変更されるが、透明性担保の原則もあり、評価に大きな変容を

もたらさないように一年前から検討してきた。重要な注意点は、ESI

評価を得た船舶のうち小型のものは ECA 内航行船(北海・バルト海航

行船)であるという点。10 ポイント以下の低い点の船が多い。一般に

40-50 ポイントという高い評価の船は、港湾の優遇をあまり受けてい

ない。3201 隻の船舶登録と、36 港のインセンティブ付与港が生まれ

た。最近の登録港湾は、Stavanger 港である。今年 4月には東京港が

参加した。引き続きの参加の伸びを目指している。 

     (以下、議長 Padman のコメント)：シンガポール港はロッテルダム

港と MOU を結び、LNG バンカリングの勉強をしている。 

 

   ｄ）港湾に設置された廃棄物受け入れ施設（PRF）、状況報告（Henri van 

der Weide パワポによる報告） 

    ○オランダにおけるベストプラクティスの一例として、Green Deal

を紹介。海岸漂着ごみや海域生態系への人工廃物の影響を憂い、グリ

ーン化を進めるための異分野団体間のボランタリーな合意が 2014 年

9 月にできた。社会運動的な相互協働の手段による。  

Green Deal では、以下の二つを大きな目標としている。①船舶発生

廃棄物（SGW）の発生抑制と廃棄物受け入れ施設 PRF の適正化とにより、

発生・処理・廃棄の輪を閉じること。②特にプラスチック系 SGW はリ

サイクルがより容易なことから、分別収集により陸上において一層輪

を閉じること。  

この大目標達成に向け、2017 年までに、①船舶発生プラスチック系

廃棄物の 50%を分別し、②収集された良質なプラスチック系廃棄物の

リサイクルもしくは熱利用を 100%にする。  

そのために、①商品の過剰包装を減らす、②受け入れ施設（PRF）に

て分別プラスチック系廃物の無料引き取りを 2016 年から行う（経済的

インセンティブ）、③十分な施設 PRF 数の運用免許を与えるとともに厳

密な品質管理をさせる（分別収集は必須、廃棄物ヒエラルキーに従っ

た最善の処理の採用）、④港湾管理者や PSC による監督助言、を関係者

それぞれの立場から実施する。 

関係者間の協働組織により認識を深めポジティブなGreen Dealのプ
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ロセスが回るようになる。「Win-win 型」や「経済もエコも達成型」へ

の工夫が生まれる。 

（出席者議論）：達成状況把握には、適切なモニタリングとその継続

が課題。 

         

 

議題５・IAPH と PIANC の共同活動動向（Kris De Craene パワポ報告。参考資 

    料あり。） 

    〇地球規模気候変動（Climate Change）対応の共同活動の更新情報が

3 つほどある。それは、①気候変動常置作業部会(Permanent Task 

Group)関連、②自然共生港湾(Working with Nature)哲学関連、③新

たな SIRNI 関連活動であり、④従来型の WG の活動も其々進展してい

る。 

 

①Permanent Task Group on Climate Change(PTGCC)は気候変動の影

響緩和策を視点にした舟運を扱う。2015年2月にWGが設置された。特に、

港と舟運施設における炭素管理策・影響緩和策を検討する内容。WG178 

“A guidance on climate change adaptation for navigation 

infrastructure projects”。 

②WG176「舟運施設整備プロジェクトへの自然共生概念の適用ガイド

ライン」が活動中。Working with Nature の position paper が日本語

も含む各国語に翻訳。自然共生型プロジェクトを、PIANC は認定制度

により支援。認定されると、4 年ごとに行われる PIANC の自然共生型
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プロジェクト賞の表彰対象となる。2014 年 SF での PIANC 総会で最初

の表彰が行われた（３港）。 

③SIRNI とは、Sustainable, integrated and resilient management 

（SIRM） of navigation infrastructureのことで、最近position paper

が出された。 

④従来の WG 活動で、報告書が出されたもの。 WG143「Initial 

assessment of environmental effects of navigation and 

infrastructure projects (航路や施設の整備管理プロジェクトにおけ

る環境影響についての初期アセスメント（細川恭史注記：計画段階ア

セスに近い内容と思われる。国総研岡田室長参加。）)」、 WG150

（PIANC/IAPH 共同）「A practical guide for a sustainable seaport 

(Green Port)（持続性のある海港のための実用ガイド）（港空研白石部

長参加）」。 

活動中のもの。 WG157「沿岸植生に対する浚渫（と港湾・水路建設）

の環境側面」、 WG170「海港や外洋航路の建設工事における野生生物

（ウミガメや哺乳類）への上手な対応」、 WG174「港湾の持続性報告

書」（WG174 については独立したパワポにて報告） WG の目的は、各港

が持続性報告書（Sustainability Report）を作成する際のガイドライ

ン作り。（細川恭史注記:上記 WG150 による Sustainable Port の定義を

受けている。民間企業の「環境報告書」のような自主的な活動報告書

で、持ち出し型 CSR 活動のみでなく、儲けにもつながる win-win 型企

業活動への工夫にも触れた報告書。と思われる。） 

これから設置が提案されそうな WG。 「航路施設や港湾運用におけ

る持続性ある賃貸借契約」、「港湾航路の建設と維持管理におけるモニ

タリングと評価」 

WG174 の目的： 
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 議題６・スマートポートハンブルグ、持続的発展港（Lutz Birke 報告予定） 

     〇報告･討議は省略された。本会議（6月 3日）で同人から紹介。 

 

議題７・スマートポートへの製造業からの視点 

  （Lorene Grandidier, PEMA 報告） 

    ○標記議題のパワポにて報告。ハンブルグ港において PEMA（Port 

Equipment Manufacturers Association）という製造業者の組織を

2004 年に作り、港の安全と環境とに対する寄与を試みている。84 社

が参加。傘下に安全環境委員会を作り、現在 14 社参加。港湾･埠頭運

営者に対し、安全で環境によい技術の開発適用に関する中立情報と教

育プラットフォームを提供している。 

安全に関しては、コンテナ取り扱いにおける・人と機械のインター

フェイス・機械と船とのインターフェイスなどの interface の安全改

良を提案している。例えば、コンテナークレーンの車周りの衝突検知

センサー（レーザー･超音波･ビデオの組み合わせ）や衝突回避装置の

設置、オペレーター運転者支援システムなど。あるいは、コンテナー

クレーンでの、コンテナ荷重の計測装置。 

環境に関しては、埠頭における陸電供給装置。電動の RTG。LED 照明。

天然ゴム系のタイヤ。など導入。 

その結果、①安全性が高く環境によい新装置の導入で港をスマート

化。②レーザー･レーダー･RFID（IC タグによる近距離無線通信技術）・

ビデオ監視などで港の安全向上。③電動化は港の大気質の劇的改善の

王道。となっている。 
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議題８・Onshore Power Supply（陸電供給）、港湾での発展（Henri van der Weide 

パワポにて報告） 

    ○陸電（OPS）の国際動向と題したパワポで報告。 大気環境の改善

や港湾 CSR などの OPS 導入の利点があるにもかかわらず、導入をため

らっている港湾もある。高電圧配線の不備・電力需要逼迫・停泊時間

が短い・電気税などの経営的理由や、港湾側船舶側双方の高額初期投

資が必要な点、周波数の差異と周波数変換機の高額な点、などなどで

あろう。しかし、国や地域の要請が強い圧力となって 300 隻以上に導

入が進んでいる。 

高電圧の陸電供給（HVSC：High Voltage Shore Connection）技術は

世界 120 バースで利用可能な状況にある。北米 50 バース（コンテナ船・

クルーズ船）、欧州 64 バース（ro-ro 船・フェリー・軍艦）、中東ｱｼﾞｱ

太平洋地区 12 バース（コンテナ船・貨物船）という状況。さらに導入

計画を持つ港湾が世界各地にある。 

さらに、LNG の供給を受けたバージ上で LNG 発電をし、船舶に電力

供給意するフローティング OPS 構想や、ハンブルグ港での LNG 発電バ

ージの導入事例も生じてきている。将来の水素社会を展望した水素発

電バージといったアイデアもある。WPCIの OPSの WGへ参加されたい。 

 

 議題９・IAPH 環境賞 (IAPH 事務局口頭報告） 
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    ○7 港応募している。総会で３港が表彰される。 

 

議題 10・次期(2015-2017)活動計画素案 (素案は事前送付) 

   ○基本的に提案を了解。意見があれば申し出ること。 

 

議題 11・IAPH 環境関連の宣言文章 

    ○船のリサイクルに関する宣言文案が提出。香港シップリサイクリン

グ条約に基づく適正リサイクルの促進宣言案。IAPH 総会に上程するこ

とを了解。 

（以下委員会議論）：なぜ港湾が船のリサイクルを言うのか？ 

 

議題 12・委員会の次回開催までの間の活動 

   ○次回の環境委員会は、IAPH 中間年総会(パナマ 2016)にて開催予定。 

 

 議題 13・その他 

   ○特になし。 

以上にて散会 
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平成 27 年 7 月 10 日 
 

安全・保安委員会（IAPH2015 Hamburg 総会 技術委員会）の概要 

 

 

１．開催日時： 2015 年６月１日（月）09:00-11:45 

２．開催場所： Marriot Hotel, Hamburg  SalonB 会議室  

３．議長  ： Cap. Subramaniam Karuppiah(Malaysia) 委員長 

（グループⅡ:環境･法律委員会と合同グループのもと） 

４．主な議題 

  （議題番号は、事前送付された暫定議題番号。いくつかの議題は省略/スキ 

    ップ。） 

 議題１・開会宣言 

 議題２・討議議題の決定 

議題３・前回 Sydney での委員会の議事録承認 

議題４・IMO での議論動向・SOLAS 規制の改正 

  ａ）SOLAS 改正 Ch.4 の実施に関するの動向－過積載コンテナ 

   （委員長報告） 

  ｂ）低沸点ガスを運搬する 8000DWT 以上の新造オイルタンカーとケミカル

タンカーに対する、不活性ガス導入に関する動向（Henri 報告） 

議題５・港湾の保安に関するベストプラクティス（Emmanuel 報告） 

 議題６・サプライ･チェイン･保全（SCS）の進歩（van de Laar 報告） 

議題７・海賊事案（IAPH 事務局報告） 

議題８・港湾地域における危機管理計画（IAPH 事務局報告） 

 議題９・LNG 燃料補給－港湾における安全問題 (van de Laar 報告） 

 議題 10・改定 MARPOL73/78－付随書１への新第 8章の導入 

ａ）SafeSTS からの報告(Mason 報告) 

議題 11・港湾における係留の安全性（ボラードの破損）（IAPH 事務局報告） 

 議題 12・IAPH の宣言について、安全･保安関連課題に対しての 

議題 13・委員会の次回開催までの間の活動 

 議題 14・その他 
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５．概要： 

 議題 1+2・保安委員会委員長 Subramaniam 船長の開会宣言、議題承認後、議論

に移行。 

 議題３・事務局のまとめた前回の環境委員会議事録 

     (事前配布済み)を承認した。 

議題４・IMO での議論動向・SOLAS 規制の改正 

  ａ）SOLAS 改正 Ch.4 の実施に関する動向－過積載コンテナ（委員長報告） 

    委員長から、SOLAS 規制第 4章 2（Ⅳ／2）の概要、並びに、2016 年 7

月から実施されることとなったコンテナ総重量評価に関するガイドラ

インが報告された。 

---- 『船長は、その重量を把握できない時には船に積載してはいけ

ないことになる。密封コンテナの重量把握には二つの方法があり、①間

詰材も含めて密封後のコンテナ総重量の計測、②個々の内容物・間詰材

重量の積み上げ総計、であるが、後者の方法では監督当局の承認

（approval）が必要になる。重量把握の例外規定がある。各国は、監督

当局の指定、重量評価書の書式、重量計測計器の精度基準などを決める

必要がある。ふ頭側は不適格コンテナの置き場を用意したり、計測機材

を装備したりする必要が生じるかもしれない。この場合、shipper（荷

主）側に発生経費の負担を求めることになるかもしれない。また、重量

情報は、carrier、shipper、terminal、二次配送者、間で共有され、荷

役や積み込み計画に役立てられなければいけない。最新現場計測値が出

てきたら事前情報は更新されることになるのだろう。』---- （以上が

委員長説明。「SOLAS の要求記述」と「委員長の意見」とが混在して説明

されている模様。「Web-site で SOLAS の document が読めるので参考にし

たらよい。」←van de Laar からの注意。 ） 

 

（以下は委員会内での議論：） 

①：海運における荷主責任の原則（”Responsibility of shipper” 

Principle）との関連は?  (港湾はどこまで責任を持たなければいけな

いのか?) →そんなものは、chain の中での港湾管理者と荷主との関係

で左右されるのではないか（アムステルダム港）。 →海運ルールでは

「すべての港湾は等しく同等のサービスを供給する。」といったことに

なるのだが、SOLAS の法的適用は海運ルールとは別の議論だ（IAPH 法律

委員会）。 →豪州 New South Wales（NSW）港は、全コンテナの自動計

測を装備している（IAPH2014 シドニー中間年総会・見学会資料 参照）。

しかし、「法的な責任(responsibility)」は別の議論だ（豪州+ van de 
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Laar）。 

②：IMO では「重量の誤情報で事故が起きた時、だれの責任か?」とい

った議論がされてきた。原則は「重さがわからないものは船に積まない」

ということ。判断するのは船長。原則が守れない船は航行責任者が出航

を止めるべき。港湾は、航行安全に関する法令実施責任者ではなく、海

運荷役サービス提供者に徹するべき。米国港では重量不明のコンテナは

降ろさせない。（van de Laar） 

③：IAPH 加盟港が実施に向けてどんな準備をし、課題を抱えているの

か情報共有することは有益。事務局に実態調査をお願いしたい(委員長)。

参加者は同意した。 

 

ｂ）低沸点ガスを運搬する 8000DWT 以上の新造オイルタンカーとケミカル

タンカーに対する、不活性ガス導入に関する動向（アムステルダム港

の Henri 報告） 

 IMO での標記議論の最終局面について、以下のように報告された。 

『IMO/MSC93 会合（2014 年 5 月）での採択により、2016 年 1 月 1 日か

ら、SOLAS 第 2 章 2 の修正（2/4 および 2/16）が発効する。これに伴い、

IBC コード、FSS（Fire Safety Systems）コードなど技術・運用要請も

変わる。摂氏 60°以下の低沸点ガスを運搬する 8000DWT 以上の新造オイ

ルタンカーとケミカルタンカーは、不活性ガスシステムに適合しなけれ

ばならず、タンク内環境を不活性に維持しなければならない。積み込み

後の不活性化（特に、ケミカルタンカーでは窒素ガスのみが認められて

いる）が許されていることから、港湾側にとっては、①タンカーの荷役

時間が今より長くなること、②荷役にかかわる揮発性有機物（VOC）の

大気放出負荷が今より増えること、の影響が懸念される。』 
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（以下は委員会内での議論：） 

①：SOLAS の要請原則は、「タンカーは常に不燃でなければいけない」

ということ。不燃化は「いつ」か、については言っていない。荷役前・

荷役後ともにありうる。不活性にしろとは言っていない。漏出大気環境

下で不燃で良い（van de Laar）。 

 

議題５・港湾の保安に関するベストプラクティス 

  （アビジャン港の C.Emmanuel 報告） 

   コートジュボアール国アビジャン港での経験のパワーポイントでの紹

介。海賊・テロの影響下で、ISPS コードの適用。BOT 型 Concession に

よる実施。 

 

 議題６・サプライ･チェイン･保全（SCS）の進歩（van de Laar 報告） 

           van de Laar から Supply Chain Security(SCS)に関する最近の国際

組織の動きが紹介された。 

世界通関機構（World Customs Organization）は、保安と国際物流

促進とを狙って登録経済管理者（Authorized Economic Operator）を

導入した。この AEO 制度の拡大などの議論が出てきている。港湾(建設･

管理運営)とは関連が低い。 

 

議題７・海賊事案（IAPH 事務局報告） 

    事務局徳井氏から、標記の最近のIMB2014報告の統計が紹介された。 

    2008 年以降、海賊件数は全体的に減少傾向にある。海域によって特

徴があり、東アフリカでの減少の一方、東南アジアでは 2009 年以降増
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加し今や主な被災海域となっている。東アフリカのソマリア沖では、

2012 年以降件数は小さい。地域別・攻撃タイプ別・船員被害別・武器

別・襲撃時の船舶状況別・船種別の解析を行っている。東南アジアでは、

タンカー類が狙われ、停泊船舶を夜にナイフで襲い、人質に取らずに、

船の装備品や船員の所持品を奪う、という攻撃が主流であった。 

    2011 年ごろから民間船に武装警備員を乗せるようになり、①国連加

盟国海軍の警備（2008～）、②民間契約による武装警備、③IMO の武装

警備のガイドライン公刊、などの国際努力によって、件数減少が起きた

ものと思われる。 

 

議題８・港湾地域における危機管理計画（IAPH 事務局報告） 

     事務局徳井氏から、アンケート調査の結果が紹介された。シドニー

中間年総会における保全委員会での合意のもと、事務局が実施した。 

     アンケートに対し 48 港が回答を寄せた。回答港の６割が BCP を持っ

ていた。そのうち 4割は 2011 年以降に作られた。非常時対応、港湾機

能や港湾労働者へのガイドライン、機能回復といった面に関心・記述

が高く、人命救助の面はアジア港ではやや低い関心であった。自然災

害では、地震・津波・台風・火災など網羅されている。火山爆発はや

や関心が低かった。伝染病やインフラ機能途絶などは、半数がリスク

認識している。全 BCP の 8 割近くが、市や郡/県の関与があった。殆ど

の港で BCP が有益と認識されていた。調査報告は IAPH の HP に公表。        
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 議題９・LNG 燃料補給－港湾における安全問題 (van de Laar 報告） 

     口頭で状況の報告がなされた。新規の情報は特にない。 

     IMO は LNG 船に関するガイドラインをまだ作っていない。IAPH(環境

委)WPCI の LNG 班が作った取り扱いガイドラインがある。北欧港で給

油・運行の実績が積み重なってきている。LNG の体積あたりのエネルギ

ー効率の低さが課題になりつつある。LNG を燃料として積載すると、積

荷の積載キャパシティが食われることになる。短距離往復型の航路で、

帰港時に給油という運行スタイルに適している。 

 

 議題 10・改定 MARPOL73/78－付随書１への新第 8章の導入 

ａ）SafeSTS からの報告(SafeSTS の Mason 報告) 

     SafeSTS の Mason から、船から船(ship-to-ship：STS)もしくは船

からバージ(ship-to-barge：STB)への積み替えの現状と、国際的な規

制の状況について報告された。 

積み替え作業は増え、港内でも行われてきている。MARPOL8 章で、

STS に関する国際規定が 2012 年から発効した。当局への報告義務・船

ごとの STS 計画・係留監督者への各種の資格要請などである。そこで、

より高い品質で STS/STB を実施できるようにするため、“SafeSTS”は

国際港湾組織に対し何をお手伝いできるか考えた。 

多くの国では MARPOL 基準に適合する国内法を定め、地方条例よりも

厳しく、国際基準を守らせている。船に対しても、公的証明書を備え

ることが必要で、地元 PSC 監査官も乗船して MARPOL 基準遵守を監視し

ている。港湾管理者側が MARPOL の最低限の基準に加えてより厳しい･

付加的な規定を制定すること、は妨げられていない。規定相互に相反

するときには、もっとも厳しい規定を満たすようにしなさい、という

運用は ISM コードでの船舶管理手法として広く認められているところ

である。 

関与主体ごとに課題がある。港湾管理者の習慣的なやり方は、港湾

区域内 STS もしくは港湾区域内で開始され流されてしまった STS に対

して関与するのだが、STS 契約者の監査を行っていないか記述的

prescriptive な監査である。投錨泊地内外にかかわらず STS を許して

しまう港湾管理者が増えているため、衝突、死亡事故、油濁といった

事故が起きてきている。 

 

     (以下委員会での議論：) 

     アムステルダム港では、企業との協力関係の下、法に従って STS
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が行われるべきと思っている（Henri）。 事故防止の点で大事なのは

公海上での STS ではない。公海での規制として MARPOL 規定があり、

ガイド書などもある。領海内･港湾内では、国内ルールが STS を管理

する。より厳しく規制するという意思の下での管理が必要だ(van de 

Laar)。 港ごとに異なる規制よりも、同じガイドラインのほうが好

ましい（参加者）。 

 

議題 11・港湾における係留の安全性（ボラードの破損）（IAPH 事務局報告） 

     事務局徳井氏から係留事故とくに係船柱破損に起因する事故の調

査結果が報告された。 

     国際クルーズライン協会（CLIA）の安全委員会が注目している事案

である。クルーズ客船･自動車運搬船で起きた最近の事故例 2 件が報

告された。港湾や埠頭の管理者は、係船柱の丁寧な維持管理・柱の許

容力の認識・一柱への多数のもやい綱係留への注意が必要との結論を

示した。高いフリーボードの船（客船･カーフェリーなど）では横風

による強い力を受けることがあり、特に注意が必要である点も指摘し

た。PPT 資料など HP に公表。 

 

     (以下、委員会での議論：) 

     この事案は、IAPH 計画委員会にも関連する話題（Henri）。 

 

 議題 12・IAPH の宣言 resolution について、安全･保安関連課題に対しての 

     特になし 

 

議題 13・委員会の次回開催までの間の活動 

   2015-2017 期の活動計画に、2 項目が追加され、参加者の賛同を得た。

追加はいずれも手法や best practice の調査で、①固体バルク荷の海上輸

送への安全対策、②係留事故に伴う港湾における安全対策に関するもの。 

   「次回委員会は、パナマでの中間年総会に併せて来年 5 月に開催予定」

と、委員長から紹介された。 

 

 議題 14・その他 

    特になし 

 

     議長から閉会が宣言された。以上にて散会 
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平成 27 年 7 月 10 日 
 

法律委員会（IAPH2015 Hamburg 総会 技術委員会）の概要 

 

 

１．開催日時： 2015 年６月１日（月）13:45- 

２．開催場所： Marriot Hotel, Hamburg  SalonB 会議室  

３．議長  ： Frans van Zoelen 委員長(グループⅡ：保安委・環境委員会と

合同 Group) 

４．主な議題：（議題番号は事前送付された暫定議題番号。いくつかの議題は省

略/スキップ。） 

 議題１・開会宣言 

 議題２・討議議題の決定 

議題３・自己紹介 

議題４・前回 Sydney での委員会の議事録承認 

議題５・IMO 法律委員会の状況(2014-2015 期) 

  ａ）IMO・第 101 回法律委員会の結果（2014 年 4 月 28 日～） 

  ｂ）IMO・第 102 回法律委員会の議題（2015 年 4 月 14 日～） 

  ｃ）IMO・第 102 回法律委員会の結果（2015 年 4 月 14 日～） 

 議題６・IAPH「港湾職員のための海洋法入門」への保険の章の原稿 

（作成 TT Club の Marcus John） 

議題７・IAPH のガバナンスの近代化(更新)－現在の管理規定に代わる新規定 

議題８・法律問題に関連した各地域の活動 

  ａ）アジアーオセアニア地域 

  ｂ）アメリカ地域 

  ｃ）アフリカーヨーロッパ地域 

議題９・委員会の次回開催までの間の活動 

 議題 10・その他 

 

５．概要： 

 議題 1～3・法律委員会委員長 Zoelen の開会宣言、議題承認、自己紹介後、議 

   論に移った。 

 議題４・事務局のまとめた前回の環境委員会議事録(事前配布済み)を承認し 

    た。

議題 5・IMO 法律委員会の状況(2014-2015 期) (委員長報告) 

  ａ）IMO・第 101 回法律委員会の結果（2014 年 4 月 28 日～） 
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  ｂ）IMO・第 102 回法律委員会の議題（2015 年 4 月 14 日～） 

  ｃ）IMO・第 102 回法律委員会の結果（2015 年 4 月 14 日～） 

    〇IMO 法律委員会での議論動向（委員長が報告）： 

     IMO の公式議事資料のコピーが配布された。「HNS 条約に関して、第

102 回会合で同条約担当グループの権限が次会（2016 年 6 月予定）ま

で延長され 3項目の新たな活動が指示された」など、難破船の除去条

約、バラスト水条約などの議論動向が委員長から紹介された。 

 

     （細川恭史 注記：HNS 条約とは、・・・  ） 

International Convention on Liability and Compensation for Damage in 

Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea 

International Convention on Liability and Compensation for Damage in 

Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea 

      危険物質および有害物質の海上輸送に伴う損害についての責任

および補償に関する国際条約（HNS 条約）。船舶による海上輸送中の

有害危険物質（各種の化学物質、石油、LNG、LPG 等）により発生し

た損害の賠償および補償について被害者救済の充実を図るため、（1）

船主の責任について厳格責任を課す一方で、一定の責任限度（船舶の

総トン数に応じて算出、ただし最高 1億 SDR（約 160 億円）で頭打ち

（10 万総トン相当））を設定するとともに、これを強制保険で担保す

ることとし、（2）船主の責任を超える部分については、有害危険物質

の受取荷主が拠出する国際基金（HNS 基金）が補償（船主責任限度額

と合算して最大 2.5 億 SDR（約 400 億円））を行うこと等を定めてい

る（1SDR＝￥160 で換算）。1996 年 5 月 3 日に採択され、12 ヶ国以上

の批准、かつ、この中の 4カ国の船腹量はそれぞれ 200 万総トン以上

であること等の要件を満たしてから 18 ヶ月後に発効する。 （一般社

団法人日本船主協会 ホームページより） 

 

67



              
 議題６・IAPH「港湾職員のための海洋法入門」への保険の章の原稿（TT Club

の Marcus John の報告） 

      〇海運における保険は長い歴史を持ち、発達してきた。定義、種

類などの記述の後に、保険料･債務保証･約款などの要約や海事関連

トピックス（海事要求に対する債務限界に関する条約：LLMC など）

を記述し、読みやすさを考え 7 ページ程度の草稿を作成。委員各位

は読んでみて、夫々の意見を出して欲しい。 

 

     （委員会議論）：国別港別の差異への配慮は? →政治リスクはさて

おき、港の財務状況によって保険の扱い態度が違う。金持ちの港湾

は後ろ盾に保険を大切にする(べき)。規模の小さい港湾ほど、risk

が類似なら、保険が大事になる。「Landlord 型港湾」では特に、大き

な港湾ほど保険の設定上限が大きくなる(するべき)。 →結局、港

の大小･貧富・官民にかかわらず、保険を考えてゆくべき。という結

論になる。 

      持続可能性の高い港湾、もしくは港湾の「持続可能性報告書」を

考えるとき、持続可能性を保険で担保すると行った方策はないか? 

持続可能性が、risk ベースの予測評価（risk-based-assessment）に

基づいて検討されるのだから。 

      保険の掛け金は、保険会社が元を取れるように計算されているの

だから、risk が高ければ膨大な掛け金になるのではないのか? 
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     〇保険の章のほか、Salvage の章も草稿提出。説明はなし。意見照会

乞う。 

 

議題７・IAPH のガバナンスの近代化(更新)－現在の IAPH 管理規定に代わる新

規定(委員長報告) 

     総会で議論になることと思うが、IAPH の規定改訂に関し検討した。

IAPH の法律顧問 Anthony Morrison と委員長 van Zoelen が、規定の

改定作業などした。趣旨は、「2年毎の総会でしか constitution が変

えられず、世の中の速い変化に対応できないので、組織活性化のため

に correspond 投票で可能にする。」という方向性の改定。 

    (委員会議論)：コレポン投票するといっても投票数が少ないときには、

民意反映といえるのか?（Amsterdam 港の Henri） →『投票行動にお

ける「無回答」は、「賛成」と見なす。』というルールは IMO も含めど

こでも採用されている共通ルールである。 

     IAPH は平等で合意に基づく（fairly）組織であって、IMO のような

国家間調整機関ではない。意思決定のあり方は同じだろうか? (委

員) 

69



     現在の Constitution 下でも、附則の改定手順を明確化する必要が

あり、これは constitution 自体の改定ではない。今次総会で検討す

るのはこの部分。その上で、第二段階として、手順明確化の上での

constitution 改訂がある。変革は、背景があって始まるもので、変

革には反対もあるもの。(IAPH 会長 G.Glifillan) 

     → それぞれの意見･事情の紹介に終わり、委員長は取りまとめは

しなかった。 

 

議題８・法律問題に関連した各地域の活動 

  ａ）アジアーオセアニア地域 

    WRC(Wreck Removal Convention)に関する対応国内法や、クルーズ船

の燃料油への厳格規制の実施などの議論があった。インドネシアとデン

マークとが、越境汚染問題で話し合った。などの話題が紹介された。 

  ｂ）アメリカ地域 

    米合衆国におけるコンテナの全量スキャンの動きがトーンダウンし 

    ている。 

  ｃ）アフリカーヨーロッパ地域 

    欧州議会は財務透明性原則を議論してきている。港湾規制に影響があ

るかもしれない。EU の「クリーン電力指令」が各港に影響を及ぼして

いる。IMO とは別に、各港に燃料効率報告（fuel efficiency report）

を義務付けた。また、今後、クルーズ船からの下水排出が禁止されるだ

ろう。などの話題が紹介された。 

 

議題９・委員会の次回開催までの間の活動 

    提案が確認された。 

 

 議題 10・その他 

    「いくつかの草稿が提出されたので、各自よく読んで response をく 

     ださい。」との要望が委員長から出された。 

 

    以上にて閉会。 
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IAPH 行事カレンダー（主要なもの） 

 

2016 年 5 月 10～13 日 IAPH 中間年港湾総会 パナマ国パナマシティー 

2017 年 5 月 7～12 日  IAPH 世界港湾総会、 インドネシア国デンパサール（バリ島） 

（2018 年中間年総会はアゼルバイジャン国のバクー港が開催を希望している。） 
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会員一覧 
                                               

（平成 28 年 4 月現在） 

  正会員 

国土交通省港湾局 国土技術政策総合研究所 

国立研究開発法人港湾空港技術研究所 石狩湾新港管理組合 

苫小牧港管理組合 宮城県土木部港湾課 

新潟県交通政策局 富山県土木部港湾空港課 

東京都港湾局 川崎市港湾局 

横浜市港湾局 静岡県交通基盤部港湾局 

名古屋港管理組合 四日市港管理組合 

神戸市みなと総局 広島県土木局空港港湾部 

北九州市港湾空港局 福岡市港湾局 

那覇港管理組合 東京港埠頭株式会社 

横浜港埠頭株式会社 名古屋港埠頭株式会社 

名古屋コンテナ埠頭株式会社 阪神国際港湾株式会社 

境港管理組合 

(公社)日本港湾協会 (一社)日本埋立浚渫協会 

(一社)港湾荷役機械システム協会 (一財)国際臨海開発研究センタ－ 

(一財)沿岸技術研究センタ－ (一財)港湾空港総合技術センター 

(一財)みなと総合研究財団 株式会社 Ides 

五洋建設株式会社 東亜建設工業株式会社 

東洋建設株式会社 若築建設株式会社 

(株)不動テトラ 前田建設工業株式会社 

 

  個人会員 

赤司 淳也 （横浜港埠頭株式会社戦略担当理事） 

赤塚 雄三 （国際港湾協会 賛助会員） 

新井 洋一 （NPO 法人リサイクルソリュ－ション理事長） 

井上 聰史 （政策研究大学院大学 客員教授） 

岩﨑三日子 （（一財）港湾空港総合技術センター専務理事） 

上原 泰正 （北日本港湾コンサルタント株式会社 代表取締役） 

大内 久夫 （日建工学株式会社） 

大村 哲夫 （㈱日本港湾コンサルタント 取締役会長） 

小谷  拓 （深田サルベージ建設(株) 理事） 

小原 恒平 （みらい建設工業株式会社 副社長） 

筧  隆夫 （若築建設(株) 専務執行役員） 

角  浩美 （(公社)日本港湾協会 港湾政策研究所長代理兼政策研究部長） 

金子  彰 （東洋大学 国際地域学部国際地域学科教授） 

栢原 英郎 （（公社)日本港湾協会 名誉会長） 

菊池 宗嘉 （(有)MBC インタ－ナショナル 取締役社長） 

國田  治 （(一財) 国際臨海開発研究センタ－ 調査役） 

坂田 和俊 （（一財) 日本気象協会 執行役員・参与） 

小松  明 （（一財) 国際臨海開発研究センター 調査役） 

小山  彰 （(一財) 国際臨海開発研究センタ－ 専務理事） 

鈴木 純夫 （株式会社 Ides 常務取締役） 



73

佐々木 宏 （港湾局海洋・環境課長） 

笹嶋  博 （前国際港湾協会日本会議 事務局長） 

篠原 正治 （阪神国際港湾(株) 理事） 

須野原 豊 （(公社)日本港湾協会 理事長） 

染谷 昭夫 （IAPH 名誉会員） 

高島 正之 （横浜港埠頭株式会社 代表取締役社長） 

中嶋 雄一 （国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 上席研究員） 

中尾 成邦 （(一財) 港湾空港総合技術センター 理事長) 

成瀬  進 （国際港湾協会 事務総長） 

西田 仁志 （（株）本間組 常務執行役員） 

野村  剛 （(一社)日本作業船協会 専務理事） 

橋間 元德 （(社)ウォ－タ－フロント開発協会 理事） 

藤井  敦  (横浜港埠頭株式会社理事 経営戦略室 担当部長) 

蓮見  隆 （元国際港湾協会日本会議 事務局長） 

藤田 郁夫 （株）不動テトラ 副社長） 

藤田 武彦 （日立造船株式会社 顧問） 

藤田 佳久 （神戸製鋼所 常任顧問） 

堀川  洋 （三井造船鉄鋼エンジニアリング株式会社 技師長） 

前田  進 （国際港湾協会終身/個人会員） 

村田 利治 （復建調査設計株式会社 顧問） 

山田 孝嗣 （名古屋港埠頭株式会社 取締役相談役） 

汪  正仁 （立命館アジア太平洋大学大学院 経営管理研究科教授） 

 

 

新入会員 

正会員   38 団体 

個人会員 42 名 

合計     80 会員 

 

国際港湾協会日本会議編集委員    

委員長 中﨑   剛（国土交通省 港湾局 産業港湾課 国際企画室長） 

委 員 成瀬   進（国際港湾協会 事務総長） 

委 員 中川 研造（国土交通省 港湾局 産業港湾課 国際調整官） 

事務局 髙見 之孝（国際港湾協会日本会議 事務局長） 

事務局 野上 雄介（国土交通省 港湾局 産業港湾課 国際企画室国際協力係長） 




